
（平成２１年１１月５日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 39 件

国民年金関係 10 件

厚生年金関係 29 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 40 件

国民年金関係 15 件

厚生年金関係 25 件

年金記録確認埼玉地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



                      

  

埼玉国民年金 事案 2469 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和49年１月から同年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必

要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日   ： 昭和 20 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間   ： 昭和 49 年１月から同年３月まで     

    申立期間の国民年金保険料ついては、昭和 48 年７月 30 日に、昭和

48 年度分の保険料として前納した。その後、49 年度分の保険料を 49 年

４月 30 日にＡ出張所で納付したが、その際、申立期間の保険料につい

て未納である旨等の指摘は特になかった。国民年金加入以降、未納がな

いように常に気をつけてきた。申立期間が未納となっていることに納得

できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間を含む昭和48年度の国民年金保険料を納付した領収

証書を所持しており、当該領収証書によれば、月額保険料550円の12か月

分を前納した額となる6,440円を納付したことが確認できる。 

また、申立期間の国民年金保険料額については、昭和49年１月から、従

来の１か月あたり550円から900円に改定されており、申立人が上記領収証

書により納付した保険料額では不足額が発生しているものの、不足額分の

未納に伴う措置がとられた形跡はみられないことから、保険料改定にとも

なう不足額分は別途納付されたものと推認できる。 

さらに、申立人は、申立期間を除く国民年金加入期間中の保険料をすべ

て納付しており、納付意識は高かったものと認められ、３か月と短期間で

ある申立期間の国民年金保険料の不足額について、納付できなかったとす

る事情は見当たらない。 
その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民

年金保険料を納付していたものと認められる。 



                      

  

埼玉国民年金 事案 2470        

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、昭和 48 年 10 月から同年 12 月までの期間、

50 年１月から同年３月までの期間及び 62 年３月の国民年金保険料につい

ては、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正すること

が必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和 15 年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： ① 昭和 42 年 12 月から 48 年３月まで 

             ② 昭和 48 年 10 月から同年 12 月まで 

                          ③ 昭和 50 年１月から同年３月まで 

             ④ 昭和 62 年３月 

申立期間①及び②については、妻が 20 歳になったのを契機に、Ａ区

で夫婦一緒に国民年金に加入し、妻が夫婦二人分の保険料を同区役所

Ｂ出張所に納付したほか、滞納があった場合などに、保険料の集金に

来た同区の集金人に納付した。申立期間③及び④についても、妻が夫

婦二人分の保険料をＣ市役所Ｄ支所で一緒に欠かさず納付していた。

各申立期間が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間②について、申立人は、Ａ区役所Ｂ出張所で夫婦二人分の

国民年金保険料をその妻が納付したとしているところ、同区発行の広

報紙によれば、同出張所で保険料を収納していたことが推認でき、申

立期間②前後の期間の保険料は申立人夫婦共に納付されていることか

ら、その主張に不自然さはみられない。 

 

２ 申立期間③及び④について、申立人は、Ｃ市役所Ｄ支所で夫婦二人

分の国民年金保険料をその妻が納付したとしているところ、同市発行

の広報紙によれば、当時、Ｄ支所で保険料を収納していたことが推認

でき、申立期間③及び④の前後の期間の保険料は申立人夫婦共に納付



                      

  

されていることから、その主張に不自然さはみられない。 

 

３ また、申立期間②及び③はいずれも３か月、申立期間④は１か月と

短期間であり、当時、申立人は、特殊技能を要するＥの職人として、

妻とともに自営業をしており、各申立期間の保険料を未納とする経済

的事情はみられない。 

 

４ 一方、申立期間①について、申立人は、その妻が昭和 42 年＊月に

20 歳になったのを契機に、夫婦一緒に国民年金に加入し、妻が夫婦二

人分の国民年金保険料をＡ区役所Ｂ出張所で納付したほか、滞納があ

った場合などに、保険料の集金に来た同区の集金人に納付したとして

いるが、申立人の国民年金手帳記号番号は、昭和 48 年１月以降に夫婦

連番で払い出されたものと推定され、48 年１月の時点では、申立期間

①は保険料をさかのぼって納付できる期間及び時効により納付できな

い期間となるが、夫婦共に６か月を超えてさかのぼって納付したこと

はないと申述しており、別の国民年金手帳記号番号が払い出された形

跡もみられないことから、申立人夫婦の国民年金への加入手続及び保

険料の納付状況が不明である。 

また、Ａ区では、申立期間①中の昭和 42 年から 45 年ころは、印紙

検認方式により保険料を徴収していたが、申立人夫婦は、当時年金手

帳を所持しておらず、印紙検認方式による保険料納付をした記憶が無

いと申述していることから、申立人夫婦が申立期間①の保険料を納付

したとするのは不自然である。 

   さらに、申立人が申立期間①の国民年金保険料を納付していたこと

を示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに保険料の納

付をうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

 

５ その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の

うち、昭和 48 年 10 月から同年 12 月までの期間、50 年１月から同年３

月までの期間及び 62 年３月の国民年金保険料を納付していたものと認

められる。 



                      

  

埼玉国民年金 事案 2471  

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、昭和 48 年 10 月から同年 12 月までの期間、

50 年１月から同年３月までの期間及び 62 年３月の国民年金保険料につい

ては、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正すること

が必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和 22 年生 

    住    所 ：    

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： ① 昭和 42 年 12 月から 48 年３月まで 

             ② 昭和 48 年 10 月から同年 12 月まで 

                          ③ 昭和 50 年１月から同年３月まで 

             ④ 昭和 62 年３月 

申立期間①及び②については、私が 20 歳になったのを契機に、Ａ区

で夫婦一緒に国民年金に加入し、夫婦二人分の保険料を同区役所Ｂ出

張所に納付したほか、滞納があった場合などに、保険料の集金に来た

同区の集金人に納付した。申立期間③及び④についても、夫婦二人分

の保険料をＣ市役所Ｄ支所で一緒に欠かさず納付していた。各申立期

間が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間②について、申立人は、Ａ区役所Ｂ出張所で夫婦二人分の

国民年金保険料を納付したとしているところ、同区発行の広報紙によ

れば、同出張所で保険料を収納していたことが推認でき、申立期間②

前後の期間の保険料は申立人夫婦共に納付されていることから、その

主張に不自然さはみられない。 

 

２ 申立期間③及び④について、申立人は、Ｃ市役所Ｄ支所で夫婦二人

分の国民年金保険料を納付したとしているところ、同市発行の広報紙

によれば、当時、Ｄ支所で保険料を収納していたことが推認でき、申

立期間③及び④の前後の期間の保険料は申立人夫婦共に納付されてい



                      

  

ることから、その主張に不自然さはみられない。 

 

３ また、申立期間②及び③はいずれも３か月、申立期間④は１か月と

短期間であり、当時、申立人は、その夫が特殊技能を要するＥの職人

として営む自営業で夫とともに働いており、各申立期間の保険料を未

納とする経済的事情はみられない。 

 

４ 一方、申立期間①について、申立人は、昭和 42 年＊月に 20 歳にな

ったのを契機に、夫婦一緒に国民年金に加入し、夫婦二人分の国民年

金保険料をＡ区役所Ｂ出張所で納付したほか、滞納があった場合など

に、保険料の集金に来た同区の集金人に納付したとしているが、申立

人の国民年金手帳記号番号は、昭和 48 年１月以降に夫婦連番で払い出

されたものと推定され、48 年１月の時点では、申立期間①は保険料を

さかのぼって納付できる期間及び時効により納付できない期間となる

が、夫婦共に６か月を超えてさかのぼって納付したことはないと申述

しており、別の国民年金手帳記号番号が払い出された形跡もみられな

いことから、申立人夫婦の国民年金への加入手続及び保険料の納付状

況が不明である。 

また、Ａ区では、申立期間①中の昭和 42 年から 45 年ころは、印紙

検認方式により保険料を徴収していたが、申立人夫婦は、当時年金手

帳を所持しておらず、印紙検認方式による保険料納付をした記憶が無

いと申述していることから、申立人夫婦が申立期間①の保険料を納付

したとするのは不自然である。 

   さらに、申立人が申立期間①の国民年金保険料を納付していたこと

を示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに保険料の納

付をうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

 

５ その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の

うち、昭和 48 年 10 月から同年 12 月までの期間、50 年１月から同年

３月までの期間及び 62 年３月の国民年金保険料を納付していたものと

認められる。 



                      

  

埼玉国民年金 事案 2472        

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 48 年９月から 49 年３月までの期間及び 51 年７月から同

年９月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認め

られることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和 15 年生 

    住    所 ：    

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： ① 昭和 48 年９月から 49 年３月まで 

             ② 昭和 51 年７月から同年９月まで 

私は、申立期間①については、Ａ地の友人宅に身を寄せていたが、

国民年金の保険料納付のためもあって、納付書を発行したＢ市に戻り、

同市役所で納付をしており、申立期間②については、Ｃ市役所でＤ市

への転出の届出をするとともに、同市役所庁舎内の銀行出張所で保険

料の納付を行っており、保険料がいずれも未納となっているのは納得

できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

 申立人は、申立期間①について、Ｂ市に在住していた昭和 48 年９月に

会社を退職し、同年 10 月ごろ、Ａ地の友人宅に身を寄せていたが、Ｂ市

発行の国民年金保険料納付書により同区内の銀行で納付しようとしたと

ころ、「Ｂ県内の銀行で納付して下さい。」と言われたため、いったん

Ｂ市に戻り、納付をしたとしており、申立期間②についても、51 年８月

ころ、Ｃ市からＤ市への住所変更届出をするため、生後半年の二女を夫

に預け、一人でＣ市役所に行き、同市庁舎内の銀行で保険料の納付をし

たとしているなど、保険料納付に関する個別具体的な記憶があり、申立

人の国民年金手帳によれば、申立期間①及び②を含め、頻繁な住所変更

が記録されており、国民年金への意識が高かったものと認められ、７か

月及び３か月と短期間の申立期間①及び②を未納とするのは不自然であ

る。 

また、申立期間②の直近の昭和 51 年１月から同年３月までの期間及び



                      

  

53 年４月から同年６月までの期間については、納付されていたにもかか

わらず、その事実を行政側が長期間把握せず、前者期間は平成 20 年１月

に、後者期間は４年２月にようやく納付の追加訂正がなされており、行

政側の保険料納付の記録管理に瑕疵
か し

が認められる。 

 その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民

年金保険料を納付していたものと認められる。 



                      

  

埼玉国民年金 事案 2477 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間のうち、昭和 48 年４月及び同年５月の国民年金保

険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂

正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 16 年生 

    住    所 ：  

    

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 40 年４月から 48 年５月まで 

    私は、結婚してＡ町（現在は、Ｂ市）の町営住宅に住んでいたころ、

近所の奥様に勧められ、40 年の春ごろＣ支所で国民年金の加入手続を

した。国民年金保険料は、集金にきていた区長に納付したので、申立期

間が未納となっていることに納得できない。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の国民年金の加入手続について、申立人の国民年金手帳記号番号

は昭和 48 年４月２日に払い出されているが、社会保険庁の記録では、同

年６月６日が任意加入被保険者資格の取得日となっており、同年４月２日

に同手帳記号番号が払い出されているにもかかわらず、資格取得の日を同

年６月６日としているなど、行政機関の記録管理に不備が見られる。 

また、申立人は、申立期間以降に未納は無く、国民年金手帳記号番号が

昭和 48 年４月２日に払い出されているにもかかわらず、同年４月及び同

年５月の国民年金保険料が未納となっているのは不自然である。 

   しかし、申立人は、任意加入であるため、国民年金手帳記号番号が払い

出された昭和 48 年４月２日時点では、40 年４月から 48 年３月までの国

民年金保険料は制度上納付できない。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

昭和 48 年４月及び同年５月の国民年金保険料を納付していたものと認め

られる。 

   



                      

  

埼玉国民年金 事案 2482 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間のうち、昭和 57 年７月から同年９月までの期間、

58 年１月から同年３月までの期間及び同年 10 月から同年 12 月までの期

間の国民年金保険料については、納付していたものと認められることから、

納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ①  昭和 49 年１月から同年４月まで 

             ②  昭和 50 年 10 月から同年 12 月まで 

             ③  昭和 57 年７月から同年９月まで 

             ④  昭和 58 年１月から同年３月まで 

             ⑤  昭和 58 年 10 月から同年 12 月まで 

    私は会社退職後、郷里のＡ町役場で国民年金の加入手続を行った。結

婚後は、夫の給料からＢ銀行（現在は、Ｃ銀行）やＤ銀行（現在は、Ｅ

銀行）で保険料を納付しており、納期限の過ぎた保険料は、Ｆ社会保険

事務所やＧ市役所の窓口で新たに納付書を作成してもらい市役所内Ｂ銀

行で納付した記憶もある。申立期間が未納となっていることに納得でき

ない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間③、④及び⑤について、申立人は、Ｇ市役所から送付された

納付書で、国民年金保険料をＢ銀行等で納付し、納期限が過ぎたものに

ついては市役所で納付書を作成してもらい、Ｆ社会保険事務所等で納付

していたと申し立てているところ、Ｂ市国民年金被保険者名簿には、申

立人がＢ市転入後、国民年金に任意加入し、国民年金第３号被保険者に

種別変更するまで、国民年金に加入した記載があることから、当該申立

期間において、申立人に保険料の納付書が発行されていたことが推認で

き、現に同名簿には、昭和 53 年度から 60 年度までの納付書及び過年度

納付書が発行された記載が確認できる。 



                      

  

    また、申立人の夫は、申立期間③、④及び⑤を含め継続して同じ会社

に勤務しており、生活状況に特別な変化がなかったことを考えると、国

民年金保険料を納付できなかった特段の事情は認められない。 

    さらに、申立期間③、④及び⑤は合計でも９か月と短期間である。 

 

  ２ 申立期間①及び②について、申立人は、昭和 47 年４月に会社退職後、

国民年金に加入し、48 年の結婚後は任意加入被保険者に種別変更を行

い、国民年金保険料を納付していたとするが、申立人は当時の保険料額、

納付時期、納付場所等の具体的な記憶があいまいである上、既に記録さ

れている過年度納付分しか確認できず、申立人が申立期間に保険料を納

付していたことをうかがわせる事情は見当たらない。 

また、申立人が昭和 49 年５月から加入した厚生年金保険の記録は、

平成 17 年７月に社会保険庁の得喪記録が追加訂正されたものであり、

申立人は国民年金の喪失手続及び再加入手続を行った記憶も無いことか

ら、当該厚生年金保険加入期間も国民年金保険料を納付していたとする

のが自然であるが、その主張もなく、48 年 11 月に住所の移転をしてい

ることを考え併せると、保険料納付が継続していたとは考えにくい。 

    さらに、申立期間①及び②に申立人が、国民年金保険料を納付したこ

とを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無い。 

  

３ その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のう

ち、昭和 57 年７月から同年９月までの期間、58 年１月から同年３月ま

での期間及び同年 10 月から同年 12 月までの期間の国民年金保険料を納

付していたものと認められる。 



                      

  

埼玉国民年金 事案 2485 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間のうち、昭和 54 年４月から 57 年３月までの期間、

59 年１月から同年３月までの期間、60 年１月から同年３月までの期間及

び 60 年７月から 61 年３月までの期間の国民年金保険料については、納付

していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要であ

る。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和 22 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： ① 昭和 53 年５月から 57 年３月まで 

             ② 昭和 59 年１月から同年３月まで 

             ③ 昭和 60 年１月から同年３月まで 

             ④ 昭和 60 年７月から 61 年３月まで 

    中学校を卒業してから働き始め、昭和 53 年４月まで厚生年金保険に

加入していたが、元上司が経営している会社に移った同年５月に、元上

司の妻が国民年金の加入手続を行い、保険料も納付してくれていた。 

また、元同僚は、私が元上司の会社を辞める昭和 62 年ごろから同社

で働くようになり、元同僚は、私と同様に元上司の妻に国民年金保険料

を納付してもらっており、申立期間が未納であるのは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間①について、申立人の国民年金手帳記号番号は、昭和 54 年

４月に払い出されており、手帳記号番号の払出時点からすると、申立

期間の全納付が可能である。 

また、申立人の国民年金保険料を納付してくれたとする申立人の元

上司の妻は、申立人の保険料を納付したと証言している上、元上司夫

婦は、納付済みとなっている。 

しかし、申立期間①のうち、昭和 53 年５月から 54 年３月までについ

ては、国民年金の加入手続後に当該期間分の保険料をまとめて納付する

こととなるが、申立人は、当該保険料を給料から控除された記憶は無い



                      

  

としていることから、国民年金の加入手続時点から、納付を開始したと

考えるのが自然である。 

 

  ２ 申立期間②、③及び④について、申立期間②及び③は、各々３か月、

申立期間④は９か月と短期間である。 

  また、申立人の国民年金保険料を納付していたと証言している元上司

の妻は、申立期間②、③及び④については、「自分達夫婦は、国民年金

制度に対する不信感から納付しなかったが、従業員である申立人の保険

料は納付した」と証言していることから、納付していたと考えるのが相

当である。 

 

３ その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のう

ち、昭和 54 年４月から 57 年３月までの期間、59 年１月から同年３月

までの期間、60 年１月から同年３月までの期間及び 60 年７月から 61

年３月までの期間の国民年金保険料を納付していたものと認められる。 

 



                      

  

埼玉国民年金 事案 2486 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 49 年４月から同年 10 月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要

である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和８年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 昭和 49 年４月から同年 10 月まで 

申立期間については、当時、集落の区長であったＡ氏が月１回の常会

に各世帯が集まった際に、その世帯分の国民年金保険料を集金し、Ｂ町

役場へ納付していた。未納となっていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は当時、集落の区長であったＡ氏が月１回の常会に各世帯が集ま

った際に、その世帯分の国民年金保険料を集金し、Ｂ町役場へ納付してい

たとしているところ、申立期間について、当時申立人の隣人であったＣ氏

の供述では、区長が集落の各家庭に国民年金等のお知らせをしていたこと、

集落世帯分の国民年金保険料を集めて役場に納付していたこと、申立人夫

婦の保険料も集金し役場に納付していたこと等を証言しており、申立人の

供述と一致している。 

また、申立人は厚生年金保険と国民年金の切替えを幾度となく行ってい

るが切替手続は適切である上、申立期間以降に未納は無く、納付意識は高

かったと考えられる。 

さらに、申立期間は７か月と短期間であり、申立期間当時、国民年金保

険料を納付することができない特段の事情も見当たらない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民

年金保険料を納付していたものと認められる。 

  



                      

  

埼玉国民年金 事案 2487 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 49 年４月から同年 10 月までの国民年金保険料及び付加保

険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂

正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和７年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 昭和 49 年４月から同年 10 月まで 

申立期間については、当時、集落の区長であったＡ氏が月１回の常会

に各世帯が集まった際に、その世帯分の国民年金保険料を集金し、Ｂ町

役場へ納付していた。私は付加保険料も含め全て納付していたので、当

該期間が未納となっていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は当時、集落の区長であったＡ氏が月１回の常会に各世帯が集ま

った際に、その世帯分の国民年金保険料を集金し、Ｂ町役場へ納付してい

たとしているところ、申立期間について、当時申立人の隣人であったＣ氏

の供述では、区長が集落の各家庭に国民年金等のお知らせをしていたこと、

集落世帯分の国民年金保険料を集めて役場に納付していたこと、申立人夫

婦の保険料も集金し役場に納付していたこと等を証言しており、申立人の

供述と一致している。 

また、申立人は厚生年金保険と国民年金の切替えを幾度となく行ってい

るが切替手続は適切である上、国民年金保険は、申立期間以付加保険料を

含め全て納付しており、納付意識は高かったと考えられる。 

さらに、申立期間は７か月と短期間であり、申立期間当時、国民年金保

険料及び付加保険料を納付することができない特段の事情も見当たらない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は申立期間の国民年

金保険料及び付加保険料を納付していたものと認められる。 



                      

  

埼玉国民年金 事案 2490 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、昭和 42 年 12 月から 48 年３月までの国民

年金保険料については、納付していたものと認められることから、納付記

録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 12 年生 

    住 所 ：  

   

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 42 年 12 月から 48 年６月まで 

    夫が会社を退職して、Ａ業を始めてしばらくたった昭和 48 年から 50

年ころ、夫がＢ区役所Ｃ出張所で夫婦二人分の国民年金加入手続をして

くれた。国民年金保険料も、すぐに夫が夫婦二人の過去の未納分を同出

張所で、一括で納付してくれた。金額は夫婦二人分で約 20 万円だった

と記憶しており、手元にあったお金で納付したと思う。申立期間につい

て、未納になっているのは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立人は、その夫が、昭和 48 年から 50 年ごろに国民年金の加入手続

をし、すぐに夫婦二人分の過去の未納保険料を一括納付したと主張して

いるところ、申立人の国民年金手帳記号番号は、社会保険事務所の国民

年金手帳記号番号払出簿から、第２回特例納付実施期間内である 50 年

９月 23 日に払い出されていることが確認でき、その時点では、申立期

間のうち、42 年 12 月から 48 年３月までの保険料を特例納付し、申立

期間直後の 48 年７月から 50 年３月までの保険料を過年度納付すること

が可能であり、納付したとする保険料額は、同期間を含む夫婦二人分の

過去の未納保険料を納付した場合の金額とおおむね一致している。 

    また、申立人は、申立期間以降、国民年金から厚生年金保険へ切り替

える平成４年 11 月までの国民年金保険料をすべて納付しており、納付

意識は高かったものと考えられる。 

    さらに、一緒に納付したとする申立人の夫は、申立期間のうち、昭和

42 年 12 月から 48 年３月までの期間については納付済みである。 



                      

  

 

  ２ 一方、申立人の国民年金手帳記号番号が払い出された時点では、申立

期間のうち、昭和 48 年４月から同年６月までの国民年金保険料は時効

により納付できず、かつ、同期間は制度上、特例納付もできない期間で

ある。 

    また、申立人の夫が、申立期間のうち、昭和 48 年４月から同年６月

までの国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確

定申告書等）は無い。 

 

  ３ その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のう

ち、昭和 42 年 12 月から 48 年３月までの国民年金保険料を納付してい

たものと認められる。 

 

 

 



 

  

埼玉厚生年金 事案 1952 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年

金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められることから、

申立期間の標準報酬月額に係る記録については、平成 13 年 11 月を 36 万円

に、同年 12 月を 34 万円に、14 年１月及び同年２月を 36 万円に、同年３月

を 34 万円に、同年４月及び同年５月を 36 万円に、同年６月を 34 万円に、

同年７月を 32 万円に、同年８月から 15 年２月までの期間を 36 万円に、同

年３月を 34 万円に、同年４月及び同年５月を 36 万円に、同年６月及び同年

７月を 34 万円に、同年８月から 16 年５月までの期間を 36 万円に、同年６

月を 34 万円に、同年７月及び同年８月を 36 万円に訂正することが必要であ

る。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準報酬月額に基づく厚生年金保険

料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する

義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名  ： 男 

    基礎年金番号  ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23 年生 

    住    所  ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 13 年 11 月１日から 16 年９月１日まで 

    社会保険庁から「ねんきん定期便」が届いたので、社会保険事務所に出

向き内容を確認すると、Ａ株式会社に勤務していた期間のうち、平成 13

年 11 月１日から 16 年９月１日までの期間について、標準報酬月額が持参

した給与明細書と比較して、低額であることがわかった。正しい標準報酬

月額に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間の標準報酬月額の相違について申し立てているが、

厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき

標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が

行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる申立人の報酬月額

及び保険料控除額のそれぞれに見合う標準報酬月額の範囲内で認定するこ



 

  

ととなる。 

したがって、申立人の標準報酬月額については、給与明細書において確認

できる保険料控除額及び支給額から判断すると、申立期間のうち、平成 13

年 11 月を 36 万円に、同年 12 月を 34 万円に、14 年１月及び同年２月を 36

万円に、同年３月を 34 万円に、同年４月及び同年５月を 36 万円に、同年６

月を 34 万円に、同年７月を 32 万円に、同年８月から 15 年２月までの期間

を 36 万円に、同年３月を 34 万円に、同年４月及び同年５月を 36 万円に、

同年６月及び同年７月を 34 万円に、同年８月から 16 年５月までの期間を

36 万円に、同年６月を 34 万円に、同年７月及び同年８月を 36 万円に訂正

することが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、

給与明細書において確認できる保険料控除額に見合う標準報酬月額と社会

保険事務所で記録されている標準報酬月額が、平成 13 年 11 月から 16 年８

月までの期間について一致していないことから、事業主は、給与明細書で

確認できる報酬月額を届け出ておらず、その結果、社会保険事務所は、当

該期間の標準報酬月額に見合う保険料について納入の告知を行っておらず、

事業主は、当該保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を

除く。）を納付する義務を履行していないと認められる。 

 



 

  

埼玉厚生年金 事案 1955 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたと認められることから、申立人のＡ社（現在は、株式会社Ｂ）Ｃ営

業所における資格喪失日に係る記録及び同社Ｄ営業所における資格取得日

に係る記録を昭和 37 年８月 10 日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を１

万 2,000 円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 17 年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 昭和 37 年８月 20 日から同年９月１日まで 

    社会保険庁の記録では、昭和 37 年８月 20 日から同年９月１日までのＡ

社での厚生年金保険の加入記録が１か月抜けているが、同社Ｃ営業所から

同社Ｄ営業所へ転勤しただけであり、入社してからずっと継続勤務してお

り、１か月だけ加入期間が抜けているのはおかしいので、当該期間を厚生

年金保険被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

 株式会社Ｂから提出された在籍証明書、人事カード及び雇用保険の被保

険者記録により、申立人がＡ社に昭和 36 年４月１日の入社から平成 10 年

３月 30 日まで継続して勤務し、昭和 37 年８月 10 日付けで同社Ｃ営業所か

ら同社Ｄ営業所へ異動を命ぜられＤ営業所へ転勤したことが確認でき、申

立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこと

が認められる。 

 なお、異動日については、申立人のその後の異動におけるＡ社内での厚

生年金保険被保険者資格喪失日及び資格取得日は、異動を命じられた日と

一致することから、昭和 37 年８月 10 日とすることが妥当である。 

 また、申立期間の標準報酬月額については、社会保険庁で管理している

申立人のＡ社Ｄ営業所における昭和 37 年９月の厚生年金保険被保険者資格



 

  

取得時の記録から１万 2,000 円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、

事業主は、保険料を納付したか否かについては不明としているが、申立人

のＡ社Ｄ営業所における厚生年金保険被保険者資格取得日を、同社Ｃ営業

所で届出した資格喪失日を確認して昭和 37 年８月 10 日で届出するところ、

同年９月１日と誤って届出したことを認めていることから、当該社会保険

事務所の記録どおりの届出が事業主から行われ、その結果、社会保険事務

所は、申立人に係る昭和 37 年８月の保険料について納入の告知を行ってお

らず（その後に納付されるべき保険料に充当した場合又は保険料を還付し

た場合を含む。）、事業主は申立期間に係る保険料を納付する義務を履行

していないと認められる。 

 

 



 

  

埼玉厚生年金 事案 1956 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間に係る標準報酬月額の記録については、申立人が主張す

る標準報酬月額であったと認められることから、申立人の標準報酬月額を平

成３年 10 月から６年 10 月までの期間を 53 万円に、同年 11 月から８年２月

までの期間を 59 万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等  

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和 14 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ： 平成３年 10 月１日から８年３月 16 日まで 

    社会保険庁の記録では、Ａ株式会社で勤務していた期間のうち平成３年

10 月から８年２月までの標準報酬月額が、実際の給料より大幅に低い金

額になっている。正しい標準報酬月額に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の申立期間に係る厚生年金保険の標準報酬月額は、社会保険庁の被

保険者資格記録照会回答票（訂正・取消済資格記録）及びオンライン記録に

より、当初は平成３年 10 月から６年 10 月までが 53 万円、同年 11 月から８

年２月までが 59 万円と記録されていたものが、申立人がＡ株式会社を退職

した後の同年４月４日に定時決定の記録をも超え、遡及
そきゅう

して 30 万円に引き

下げられたことが確認できる。 

また、同社では、申立人のほかにも標準報酬月額をさかのぼって減額訂正

されている者が５人確認できるが、複数の同僚は「会社は資金繰りが苦しく

給料の遅配があった」と供述している。 

さらに、申立人は平成８年３月 15 日に同社を退職して雇用保険を受給し

ているが、離職時の賃金日額は２万 9,666 円（月額では 88 万 9,980 円）で

あったことが確認できる。 

加えて、複数の同僚は「申立人はＢ事業所で開発業務に従事しており、社

会保険の手続などには携わっていなかった。」と供述していることから、申

立人は標準報酬月額が遡及
そきゅう

訂正された事実を承知していなかったと考えられ



 

  

る。 

これらを総合的に判断すると、社会保険事務所において、当該訂正処理を

遡及
そきゅう

して行う合理的な理由は無く、標準報酬月額に係る有効な記録訂正があ

ったとは認められず、申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、事業主が社

会保険事務所に当初届け出た標準報酬月額の記録のとおり、平成３年 10 月

から６年 10 月までは 53 万円、同年 11 月から８年２月までは 59 万円とする

ことが必要である。 

 



 

  

埼玉厚生年金 事案 1957 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間①に係る厚生年金保険の標準報酬月額は、申立人が主張

する標準報酬月額であったと認められることから、申立人の申立期間①に係

る標準報酬月額を 53 万円に訂正することが必要である。 

また、申立人のＡ株式会社における資格喪失日は、平成６年９月８日であ

ると認められることから、申立期間②に係る厚生年金保険被保険者資格の喪

失日に係る記録を訂正することが必要である。 

なお、平成６年５月から同年８月までの標準報酬月額は 53 万円とするこ

とが妥当である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 16 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成５月４月１日から６年５月 31 日まで 

② 平成６年５月 31 日から同年 12 月 10 日まで 

社会保険庁からの連絡により、Ａ株式会社で勤務していた期間のうち、

平成５年４月から６年４月までの厚生年金保険の標準報酬月額が 53 万円

から８万円に、同社が厚生年金保険の適用事業所ではなくなった後の７年

３月 28 日に訂正されていることが分かったので、訂正前の標準報酬月額

に戻してほしい。 

また、退職の時期についてははっきりとしないが、平成６年５月 31 日

から同年 12 月 10 日ぐらいまでの期間についても厚生年金保険に加入して

いたと思うので、当該期間を厚生年金保険の加入期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①については、社会保険庁の被保険者資格記録照会回答票（訂

正・取消済資格記録）において、申立人のＡ株式会社における申立期間①

に係る厚生年金保険の標準報酬月額は、当初、53 万円と記録されていた

が、同社が厚生年金保険の適用事業所ではなくなった日（平成７年１月

20 日）後の７年３月 28 日付けで、申立人と取締役の二人の標準報酬月額



 

  

が遡及
そきゅう

して減額訂正されていることが確認でき、申立人の場合は、申立期

間①における標準報酬月額を８万円に訂正されていることが確認できる。 

また、法人登記簿謄本により申立人は当該遡及
そきゅう

処理時点において当該事

業所の代表取締役であることが確認できるものの、申立人は「時期ははっ

きりしないが、当時、株式会社Ｂに会社を売却した際、同社から勇退を勧

められ、以後は、給与の補償を受けて会社に出社していなかったので、会

社の社会保険関係の事務処理などには関与しておらず、当時の事務担当者

が遡及
そきゅう

訂正に係る届出の処理をしたと思う。」旨の供述をしているところ、

当時の事務担当者は「株式会社Ｂが入ってきたころに、よくわからない団

体（５～６人）が入ってきて、さらに公認会計士も月 100 万円位の給与で

入ってきた。その後、社会保険関係の手続などが自分の手元から離れてい

ったので、遡及
そきゅう

訂正手続などについては不明」と供述しており、申立人の

供述には信憑
しんぴょう

性が認められる。したがって、申立人は、標準報酬月額を

遡及
そきゅう

訂正された事実を承知していなかったと考えられる。 

 

２ 申立期間②については、上記被保険者資格記録照会回答票において、申

立人のＡ株式会社における厚生年金保険被保険者資格喪失日が、上記１の

標準報酬月額の遡及
そきゅう

訂正の処理日と同日である平成７年３月 28 日付けで、

遡及
そきゅう

して６年 10 月１日の定時決定を取消し、資格喪失日を同年５月 31 日

とする処理がなされていることが確認できる。 

また、法人登記簿謄本により申立人は代表取締役であったことが確認で

きるが、上記１で記述したとおり、申立人の被保険者資格の遡及
そきゅう

喪失処理

が行われた時点においては、申立人が当該処理に関与する余地はなかった

ものと認められる。 

一方、申立人の妻の供述により、申立人は当該事業所において、平成６

年９月８日まで勤務していたことが推認できる。 

 

３ これらを総合的に判断すると、社会保険事務所において、当該訂正処理

を遡及
そきゅう

して行う合理的な理由は無く、標準報酬月額に係る有効な記録訂正

があったとは認められず、申立人の申立期間①に係る標準報酬月額は事業

主が社会保険事務所に当初届け出たとおり 53 万円とすることが必要と認

められる。 

また、申立期間②についても、申立人の当該事業所における厚生年金保

険被保険者資格の喪失日を平成６年５月 31 日に遡及
そきゅう

して訂正処理を行う

合理的な理由は無く、資格喪失日に係る有効な記録訂正があったとは認め

られないことから、申立人の当該事業所における資格喪失日を同年９月８



 

  

日とすることが必要であると認められる。 

なお、申立期間②のうち平成６年５月から同年８月までに係る標準報酬

月額は、申立人の当該事業所における同年４月の訂正前の社会保険庁のオ

ンライン記録から 53 万円とすることが妥当である。 



 

  

埼玉厚生年金 事案 1958 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間①に係る厚生年金保険の標準報酬月額は、申立人が主張

する標準報酬月額であったと認められることから、申立人の申立期間に係る

標準報酬月額を 38 万円に訂正することが必要である。 

   また、申立人の申立期間②における被保険者資格の資格喪失日は平成９年

９月 18 日であると認められることから、申立人のＡ株式会社における資格

喪失日に係る記録を訂正することが必要である。 

   なお、当該期間の標準報酬月額は 38 万円とすることが妥当である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男（死亡） 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和 34 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： ① 平成７年 11 月１日から９年８月 31 日まで 

             ② 平成９年８月 31 日から同年９月 18 日まで 

    社会保険庁からの連絡により、Ａ株式会社に勤務していた期間のうち平

成７年 11 月１日から９年８月 31 日までの期間に係る厚生年金保険の標準

報酬月額が、38 万円から 19 万円に引き下げられていることが判明した。 

実際の給与額より低い標準報酬月額なので、調査の上、申立期間の標

準報酬月額を正しい記録に訂正してほしい。 

   （注）申立ては、死亡した申立人の妻が、申立人の年金記録の訂正を求め

て行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①については、社会保険庁の被保険者資格記録照会回答票(訂

正・取消済資格記録)において、申立人のＡ株式会社における厚生年金保

険の標準報酬月額は、当初、平成７年 11 月から９年７月までは 38 万円

と記録されていたところ、当該事業所が厚生年金保険の適用事業所では

なくなった同年８月 31 日以降の同年９月 18 日付けで、事業主及び申立

人を含む社員８人の標準報酬月額が遡及
そきゅう

して減額訂正されていることが

確認でき、申立人の場合、38 万円から 19 万円に遡及
そきゅう

して減額訂正されて

いることが確認できる。 



 

  

また、当時の申立人の同僚は、申立人は当該事業所でＢ業の前段階の

業務を担当していたと供述していることから、申立人は社会保険事務に

関与しておらず、標準報酬月額を遡及
そきゅう

訂正された事実を承知していなか

ったと考えられる。 

これらを総合的に判断すると、社会保険事務所において、当該訂正処

理を遡及
そきゅう

して行う合理的な理由は無く、標準報酬月額に係る有効な記録

訂正があったとは認められず、申立人の申立期間①に係る標準報酬月額

については、事業主が社会保険事務所に当初届け出た 38 万円にすること

が必要であると認められる。 

 

２  申立期間②については、社会保険庁の記録によると、Ａ株式会社が適

用事業所であった期間は、申立人の被保険者期間と同じ平成９年８月 31

日までであり、申立期間②は厚生年金保険の適用事業所ではなかったこ

とが確認できるが、同社は、申立期間②において法人格を有していたこ

とから、申立期間②当時の厚生年金保険法に定める適用事業所の要件を

満たしていたものと判断できる。 

  また、社会保険庁の記録では、事業主及び申立人を含む社員８人の厚

生年金保険資格の喪失日は、当該事業所が適用事業所ではなくなった日

（平成９年８月 31 日）以降の９年９月 18 日付けで処理されており、併

せて上記１の標準報酬月額の遡及
そきゅう

減額訂正処理も行われていることが確

認できる。    

さらに、雇用保険の被保険者情報では、離職日が平成 10 年 10 月 30 日

となっていることから、当該厚生年金保険被保険者資格の喪失処理が実

態に即したものではないことが確認できる。 

  これらを総合的に判断すると、当該処理を遡及
そきゅう

して行う合理的理由は

無く、申立人の被保険者資格の喪失日に係る有効な記録処理があったと

は認められないことから、申立人の当該事業所における被保険者資格の

喪失日に係る記録を訂正処理が行われた平成９年９月 18 日とすることが

必要であると認められる。 

  また、申立期間②の標準報酬月額については事業主が社会保険事務所

に当初届け出た平成９年７月の記録から、38 万円とすることが妥当であ

る。 



 

  

埼玉厚生年金 事案 1959 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間に係る厚生年金保険の標準報酬月額は、申立人が主張す

る標準報酬月額であったと認められることから、申立期間に係る標準報酬月

額を 30 万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和 18 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 平成７年８月１日から８年１月 31 日まで 

    社会保険庁からの連絡により、有限会社Ａにおける平成７年８月１日か

ら８年１月 31 日までの期間に係る厚生年金保険の標準報酬月額が、30 万

円から９万 2,000 円に引き下げられていることが判明した。 

同社に保険料の滞納があったことは知っていたが、減額処理が行われ

たことは知らなかった。調査の上、申立期間の標準報酬月額を訂正前の

記録に戻してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   社会保険庁の被保険者資格記録照会回答票(訂正・取消済資格記録)におい

て、申立人の有限会社Ａにおける厚生年金保険の標準報酬月額は、当初、平

成７年８月から同年 12 月までは 30 万円と記録されていたところ、同社が厚

生年金保険の適用事業所ではなくなった９年２月 28 日以降の同年３月６日

付けで、申立人を含む３人の標準報酬月額が遡及
そきゅう

して減額訂正されているこ

とが確認でき、申立人の場合、30 万円から９万 2,000 円に遡及
そきゅう

して減額訂

正されていることが確認できる。 

また、申立人は平成８年１月 30 日に同社を退職したと供述しているとこ

ろ、商業登記簿謄本により、申立人は、申立期間中は同社の代表取締役で

あったが、同年５月 23 日付けで代表取締役を解任されていることが確認で

きることから、遡及
そきゅう

訂正が行われた時点では、社会保険事務に関する権限

を有していなかったと認められる。 

これらを総合的に判断すると、社会保険事務所において、当該訂正処理



 

  

を遡及
そきゅう

して行う合理的な理由は無く、標準報酬月額に係る有効な記録訂正

があったとは認められず、申立人の申立期間に係る標準報酬月額について

は、事業主が社会保険事務所に当初届け出た 30 万円にすることが必要であ

ると認められる。 



 

  

埼玉厚生年金 事案 1960 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間①の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ株式会社Ｂ所における資格取

得日に係る記録を昭和 52 年５月 27 日に、資格喪失日に係る記録を同年９月

１日に訂正し、申立期間①の標準報酬月額を 18 万円とすることが必要であ

る。 

 なお、事業主は、申立人に係る申立期間①の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和７年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 52 年５月 27 日から同年９月１日まで 

             ② 昭和 58 年 12 月１日から 59 年７月３日まで 

    申立期間①については、昭和 52 年５月 27 日からＣ村Ｄ所在のＡ株式会

社Ｂ所に正社員の事務職として就職し、同年８月 31 日まで勤務した。採

用条件は社会保険料等の額を控除後、最低保証月額 15 万円の手取りの条

件にて就職した。給与から厚生年金保険料を控除されていたので、被保険

者期間として認めてほしい。 

申立期間②については、昭和 58 年 12 月１日からＥ株式会社に給与月額

19 万円の条件で就職し、59 年７月３日まで勤務した。社長がＦ組合の理

事長を兼務していたことから、Ｅの社員の身分でＦ組合の仕事の手伝いを

行うこともあった。給与から厚生年金保険料を控除されていたので、被保

険者期間として認めてほしい。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間①について、上司及び同僚の供述、勤務実態に関する申立人の

申立内容並びに申立人の昭和 52 年５月 27 日から同年９月１日までの雇用

保険の被保険者記録から、申立人が申立期間において申立てに係る事業所

に勤務していたことが認められる。 

    また、申立人と同時期に当該作業所に勤務し、同じ事務職の業務に従事



 

  

していたとされる同僚８人中、確認できた６人には、厚生年金保険の被保

険者としての記録が存在する。 

    さらに、申立人の上司及び同僚は「事務職の採用は社員採用であるため、

採用と同時に全員社会保険に加入させていた。」と供述していることから、

当時、当該作業所の事務職の従業員は、ほぼすべての従業員が厚生年金保

険に加入していたと考えられる。 

    これらを総合的に判断すると、申立期間①に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことが認められる。 

    また、申立期間①の標準報酬月額については、Ａ株式会社における昭和

52 年５月の雇用保険の加入記録から、18 万円とすることが妥当である。 

    なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、

申立期間①の被保険者原票の整理番号に欠番が見当たらないことから、申

立人に係る社会保険事務所の記録が失われたことは考えられない上、資格

の取得及び喪失のいずれの機会においても社会保険事務所が申立人に係る

記録の処理を誤ることは考え難いことから、事業主から当該社会保険事務

所へ資格の得喪等に係る届出は行われておらず、その結果、社会保険事務

所は、申立人に係る昭和 52 年５月から同年８月までの保険料について納

入の告知を行っておらず、事業主は、申立期間①に係る保険料を納付する

義務を履行していないと認められる。 

     

  ２ 申立期間②について、申立人が記憶している事業主、事業所所在地及 

び勤務実態に係る申立内容から、期間の特定はできないものの、申立人が

申立期間②においてＥ株式会社に勤務していたことはうかがえる。 

    しかしながら、Ｅ株式会社は平成９年 12 月１日に閉鎖しており、当時

の事業主は既に亡くなっていることから、申立人が申立期間②に係る厚生

年金保険料を控除されていたことを確認することができない。 

    そこで、社会保険事務所の保管しているＥ株式会社に係る被保険者名簿

から申立期間②当時に、同社に入社し、厚生年金保険に加入していること

が確認できる複数の同僚に照会したものの、申立人のことを記憶している

同僚はおらず、申立期間②の厚生年金保険料が控除された事実をうかがわ

せる供述は得られなかった。 

    また、社会保険事務所が保管するＥ株式会社の健康保険厚生年金保険被

保険者名簿では、申立期間②における申立人の氏名は無く、健康保険の整

理番号に欠番も無いことから、申立人に係る社会保険事務所の記録が失わ

れたことは考え難い。 

    さらに、Ｆ組合が厚生年金保険の適用事業所となったのは申立期間②の

後の昭和 62 年６月１日であり、同組合の被保険者名簿に記載されている

複数の同僚に照会したものの、申立人のことを記憶している者はおらず、



 

  

申立期間②の厚生年金保険料が控除された事実をうかがわせる供述は得ら

れなかった。 

    このほか、申立人の申立期間②における厚生年金保険料の控除について

確認できる関連資料及び周辺事情は無い。 

    これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間②に係る厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



 

  

埼玉厚生年金 事案 1961 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の申立期間に係る厚生年金保険の標準報酬月額は、申立人が主張す

る標準報酬月額であったと認められることから、申立期間の標準報酬月額を

59 万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 22 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 平成８年９月１日から 10 年７月 21 日まで 

    社会保険庁からの連絡により、株式会社Ａにおける平成８年９月の標準

報酬月額が 59 万円から 20 万円に、同年 10 月から 10 年６月までの標準

報酬月額が 59 万円から９万 2,000 円に同年７月 27 日付けでさかのぼっ

て訂正されていることが分かったので、訂正前の標準報酬月額に戻して

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険庁の被保険者資格記録照会回答票（訂正・取消済資格記録）にお

いては、申立人が取締役を務めていた株式会社Ａにおける厚生年金保険の標

準報酬月額は、当初 59 万円と記録されていたところ、同社が厚生年金保険

の適用事業所ではなくなった平成 10 年７月 21 日より後の同年７月 27 日付

けで、申立人と申立人の夫である当該事業所の事業主の二人の標準報酬月額

がさかのぼって減額訂正されていることが確認でき、申立人の場合は、８年

９月における標準報酬月額が 20 万円に、同年 10 月から 10 年６月までの標

準報酬月額が９万 2,000 円に訂正されていることが確認できる。 

また、申立人は、申立期間当時、申立事業所の取締役という立場にあるも

のの、当該事業所での実際の業務は営業事務であり、社会保険の事務には関

与しておらず、社会保険料の滞納があることも知らなかったと主張している。 

さらに、事業主は、申立期間当時、当該事業所では社会保険料を滞納して

おり、平成 10 年７月に当該事業所が適用事業所ではなくなる手続が行われ

たときに、申立人に知らせることもなく、自らが会社印を持参して社会保険

事務所へ行き、手続をしたと供述している。 



 

  

加えて、同僚照会に回答のあった元同僚６人ともが「申立人は台帳類の

整理や営業事務を行う程度の業務内容で、名目だけの取締役であった」と

供述しており、申立人は標準報酬月額を遡及
そきゅう

訂正された事実を承知してい

なかったと考えられる。 

これらを総合的に判断すると、社会保険事務所において、当該訂正処理を

遡及
そきゅう

して行う合理的な理由は無く、標準報酬月額に係る有効な記録訂正があ

ったとは認められず、申立人の申立期間に係る標準報酬月額は事業主が社会

保険事務所に当初届け出たとおり平成８年９月から 10 年６月までは 59 万円

とすることが必要と認められる。 

 



 

  

埼玉厚生年金 事案 1963 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る厚生年金保険の標準報酬月額は、申立人が主張す

る標準報酬月額であったと認められることから、申立期間の標準報酬月額を

41 万円に訂正する必要がある。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名 等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号  ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 17 年生 

    住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ：平成４年７月１日から６年７月 26 日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入記録を照会したところ、株式会

社Ａで勤務していた期間のうち、平成４年７月１日から６年７月 26 日ま

での標準報酬月額が、実際の給料（40 万円から 45 万円ぐらい）より低

い金額に訂正されていることが判明したので、正しい記録に訂正してほ

しい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   社会保険庁の被保険者資格記録照会回答票（訂正・取消済資格記録）にお

いて、申立人の株式会社Ａにおける厚生年金保険の標準報酬月額は、当初、

平成４年７月から６年６月までは 41 万円と記録されていた。 

しかし、社会保険庁の記録では、株式会社Ａについて、申立人が厚生年

金保険の資格を喪失した平成６年７月 26 日以降であり、かつ、当該事業所

が適用事業所に該当しなくなった同年７月 26 日以降の８年６月 21 日に、

申立人の標準報酬月額が４年７月の随時改定の記録を取り消した上、同年

７月から同年９月までは 32 万円に、同年 10 月から６年６月までは 20 万円

に訂正されていることが確認できるが、社会保険事務所において、このよ

うな遡及
そきゅう

により記録を訂正するという処理を行う合理的な理由は見当たら

ない。 

また、申立人は、申立期間当時、同社の商業登記簿謄本から取締役を務

めていたことが確認できるが、一方、同僚は、「申立人は、営業担当の従

業員で、社会保険事務所に対する手続や書類作成に関与していなかっ



 

  

た。」との供述があることや、当該事業所において申立人の雇用保険の加

入記録が認められることから、申立人が、自身等の標準報酬月額の訂正に

関与していたことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらを総合的に判断すると、申立人の申立期間に係る標準報酬月額に

ついて、有効な記録訂正があったとは認められず、申立人の申立期間に係

る標準報酬月額は、事業主が社会保険事務所に当初届け出た標準報酬月額

の記録から平成４年７月から６年６月までは 41 万円に訂正する必要がある。 



 

  

埼玉厚生年金 事案 1965 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の申立期間のうち、申立期間②に係る厚生年金保険の標準報酬月額

を 53 万円に訂正する必要がある。 

 なお、事業主は、申立人に係る上記訂正後の標準報酬月額に基づく厚生年

金保険料(訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。)を納付す

る義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 62年 10月１日から平成元年 10月１日まで 

             ② 平成２年７月１日から同年 10 月１日まで 

             ③ 平成６年 11 月１日から７年 10 月１日まで 

 Ａ株式会社における標準報酬月額のトレンドを見ると、ある期間突然減

額となっている。申立期間①は 47 万円から 44 万円、申立期間②は 53 万

円を 32 万円、申立期間③は 59 万円を 53 万円に訂正されているが、この

期間に給与が減額された事実は無い。平成２年４月から６年８月までＢ国

に赴任しており、このことに関連しているかもしれないが、訂正してほし

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間②については、Ａ株式会社は人事部門社員部長名の回答書の補

足にて、「現在 32 万円で登録されておりますが、53 万円が妥当であり、

認められた場合は、会社が保険料を負担いたします。」と手続に瑕疵
か し

があ

ったことを認め、納付勧奨にも応ずる姿勢を示していることから、当期間

の標準報酬月額を 53 万円に訂正することが妥当である。 

なお、申立人の申立期間②に係る厚生年金保険料の事業主による納付義

務の履行については、事業主が申立人の申立てどおりの標準報酬月額を届

け出ていないことを認めていることから、その結果、社会保険事務所は、

当該報酬月額に見合う厚生年金保険料について納入の告知を行っておらず、

事業主は、当該保険料(訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を



 

  

除く。)を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

２ 申立期間①については、昭和 62 年６月１日の随時改定により 38 万円の

標準報酬月額が 47 万円に改定されており、その平均金額は 45 万 9,000 円

であることが被保険者資格記録照会回答票により確認できる。一方、昭和

62 年 10 月１日の定時決定では標準報酬月額は 44 万円とされているとこ

ろ、その上限は 45 万 5,000 円であり、その差額は月額 4,000 円にすぎず、

時間外労働等の多寡による変動の可能性の範囲内と考えられる。    

  また、申立期間③については、平成６年 11 月に制度改正により標準報

酬月額等級の最高等級が 53 万円から 59 万円に変更されたが、その平均金

額が 57 万 5,000 円以上でなければ標準報酬月額はこの 59 万円とはならな

いことから、直前の定時決定での平均給与が 53 万 1,000 円の申立人の場

合、これに該当しない。 

  なお、申立期間の各期間については、月額変更届、算定等の届出に関し

ては、社会保険事務所において適正に処理されており、改ざん等の不自然

さは無く、その標準報酬月額による厚生年金保険料が控除されたと推認さ

れる。 

  このほか、申立人の申立てどおりの標準報酬月額による厚生年金保険料

の控除をうかがわせる関連資料及び周辺事情は無い。 

  これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人の申立期間①及び③について、申立人が申立てに係る標準報酬月額

に相当する厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことを

認めることはできない。 

 

 



 

  

埼玉厚生年金 事案 1969 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間に係る厚生年金保険の標準報酬月額は、申立人が主張す

る標準報酬月額であったと認められることから、申立期間に係る標準報酬月

額を 47 万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和 22 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立  期 間  ： 平成６年 10 月１日から８年 10 月１日まで  

社会保険事務所の調査で、有限会社Ａに勤務した期間のうち、平成６

年 10 月から８年９月までの標準報酬月額が、実際に給与から控除されて

いた保険料に見合う標準報酬月額と相違していることが判明したので、

正しい金額に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  申立人が提出した給与明細書から、申立人は平成６年 10 月から８年９月

までは 47 万円の標準報酬月額に相当する保険料を事業主により給与から控

除されていたことが認められる。 

また、社会保険事務所の厚生年金保険被保険者記録においては、当初、

申立人の申立期間の標準報酬月額を申立人が主張する平成６年 10 月から８

年９月まで 47 万円と記録していたところ、当該事業所が適用事業所に該当

しなくなった同年 10 月 21 日付けで、６年 10 月１日に遡及
そきゅう

して標準報酬月

額を９万 8,000 円に引き下げている。 

さらに、申立人の提出した給与明細書により厚生年金保険料控除額は訂

正前の標準報酬月額（47 万円）に基づく額に一致し、保険料を事業主によ

り給与から控除されていたことが認められる。     

   加えて、申立人は、代表取締役の実弟であるが、有限会社Ａの登記簿謄本

により取締役でないことが確認できる上、複数の同僚の「申立人は課長をし

ていた。」などの供述から社会保険関係業務には関与していないと認められ



 

  

る。 

   これらを総合的に判断すると、かかる処理を行う合理的な理由は無く、標

準報酬月額に係る有効な記録訂正があったとは認められず、申立人の申立期

間に係る標準報酬月額は、事業主が社会保険事務所に当初届け出た、47 万

円と訂正することが必要と認められる。 



 

  

埼玉厚生年金 事案 1970 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、昭和 44 年８月及び同年９月の厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたことが認められることから、申立

人のＡ株式会社における資格喪失日に係る記録を 44 年 10 月 30 日に訂正し、

当該期間の標準報酬月額を４万 8,000 円とすることが必要である。 

   なお、事業主が申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年  月 日  ： 昭和７年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立  期 間  ： 昭和 44 年８月 25 日から同年 11 月 20 日まで 

 私は、昭和 42 年３月にＡ株式会社に就職し、44 年６月にＢ出張所

（身分上はＣ支店所属）に転勤となったが、同年 11 月に会社が倒産し、

株式会社Ｄに吸収された。Ａ株式会社に勤務していた 44 年８月 25 日か

ら同年 11 月 20 日まで厚生年金保険の記録が抜け落ちている。当時は結

婚して間もない時期で妻が記念にと保管していた給料支払明細書があり、

厚生年金保険料が給与から控除されていることが確認できる。この期間

を厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

 申立人から提出のあった昭和 44 年９月支給分及び同年 10 月支給分の給料

支払明細書並びに雇用保険の加入記録から、申立人が申立期間においてＡ

株式会社に継続して勤務していたことが確認でき、また、同給料支払明細

書により、44 年８月及び同年９月分の厚生年金保険料が給与から控除され

ていることが認められる。 

しかし、昭和 44 年 10 月支給の給料支払明細書に記載されている厚生年

金保険料の控除については、当時のＡ株式会社出張所担当者、経理事務担

当者及び同僚６人は、保険料控除が当月控除か翌月控除か覚えていないと

しているものの、申立人は翌月控除であると供述しているほか、同社が同

年 10 月 30 日に厚生年金保険の適用事業所ではなくなっていることから、



 

  

同年９月の厚生年金保険料控除と認められる。 

また、申立期間のうち、昭和 44 年８月及び同年９月の標準報酬月額につ

いては、給料支払明細書において確認できる保険料控除額から４万 8,000

円とすることが妥当である。 

 なお、事業主が申立人の当該期間に係る保険料の納付義務を履行したか否

かについては、当該事業所は既に厚生年金保険の適用事業所に該当しなく

なっており、当時の事情を確認できる役員も見当たらず、このほかに確認

できる関連資料及び周辺事情は無いことから、明らかでないと判断せざる

を得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事

業主が申立てどおりの被保険者資格の喪失日に係る届出を社会保険事務所

に対し行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情

が無いことから、行ったとは認められない。 

一方、申立期間のうち、昭和 44 年 10 月 31 日から同年 11 月 20 日までの

期間については、雇用保険の加入記録から同年 10 月 31 日の勤務は確認で

きるものの同年 11 月１日から同月 20 日までの記録は無く、申立人の同社

における同年 11 月支給分の給料支払明細書も無い。また、申立人から提出

された株式会社Ｄの 44 年 11 月分給料支払明細書では、厚生年金保険料が

控除されていないことが確認できることから、申立人の当該申立期間につ

いては、事業主により厚生年金保険料が控除されていた事実は確認できな

い。 

このほか、当該期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除

されていた事実を確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立期間のうち、昭和 44 年 10 月 31 日から同年 11 月 20 日までの期間につ

いては、申立人が厚生年金保険被保険者として、当該期間に係る厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできな

い。 

 



 

  

埼玉厚生年金 事案 1971 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の申立期間に係る厚生年金保険の標準報酬月額は、申立人が主張す

る標準報酬月額であったと認められることから、申立人の申立期間に係る標

準報酬月額を 20 万円に訂正することが必要である。 

  

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 19 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成８年４月１日から同年 12 月１日まで 

    社会保険庁の記録では、有限会社Ａにおける平成８年４月１日から同年

12 月１日までの標準報酬月額は９万 8,000 円に下げられているが、誤り

であると思うので当該期間の標準報酬月額を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険庁の被保険者資格記録照会回答票（訂正・取消済資格記録）にお

いて、有限会社Ａにおける申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、当初、

平成８年４月から同年 11 月までは 20 万円と記録されていた。 

しかし、社会保険庁の記録では、有限会社Ａが適用事業所に該当しなくな

った平成 10 年３月２日以降の同年５月 29 日に、申立人の標準報酬月額の記

録が訂正されて引き下げられており、申立人の場合、８年４月から同年 11

月までは９万 8,000 円に訂正されていることが確認でき、社会保険事務所に

おいて、このような遡及
そきゅう

により記録を訂正するという処理を行う合理的な理

由は見当たらない。 

また、申立人は申立期間当時、当該事業所の取締役を務めていたが、当該

訂正処理に関しては、代表取締役であった申立人の夫が自ら行ったことを認

めており、申立人の関与はうかがわれない。 

これらを総合的に判断すると、標準報酬月額に係る有効な記録訂正があっ

たとは認められず、申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、事業主が社会

保険事務所に当初届け出た標準報酬月額の記録から平成８年４月から同年

11 月までを 20 万円とすることが必要と認められる。 



 

  

埼玉厚生年金 事案 1976 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の申立期間に係る厚生年金保険の標準報酬月額は、申立人が主張す

る標準報酬月額であったと認められることから、申立期間に係る標準報酬月

額を 59 万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 15 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 平成８年 12 月１日から 10 年９月１日まで 

    社会保険庁の記録によると、株式会社Ａに勤務していた期間のうち、平

成８年 12 月から 10 年８月までの標準報酬月額が９万 2,000 円になって

いるが、実際は 59 万円なので記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   社会保険庁の被保険者資格記録照会回答票（訂正・取消済資格記録）にお

いて、申立人の厚生年金保険の標準報酬月額は、当初、株式会社Ａの代表取

締役に就いていた申立期間の平成８年 12 月から 10 年８月までは 59 万円と

記録されていた。 

しかし、社会保険事務所の記録では、株式会社Ａが厚生年金保険の適用事

業所でなくなった平成 10 年９月１日以降の同年９月 14 日に申立人とその妻

（株式会社Ａ取締役）のみ標準報酬月額が引き下げられており、二人の標準

報酬月額は 59 万円から９万 2,000 円へと訂正されているが、社会保険事務

所においてこのような遡及
そきゅう

により記録を訂正するという処理を行う合理的な

理由は見当たらない。 

   また、株式会社Ａの商業登記簿によると、平成 10 年８月＊日付けでＢ地

方裁判所Ｃ支部により破産宣告され、申立人及びその妻は同日に取締役を退

任している。この破産宣告から 12 年６月＊日強制和議認可決定の確定によ

る破産終結までは破産管財人が破産管財業務をしていたこと、及び申立人は

「代表印は管財人が管理していた。」としていることから、申立人は 10 年

９月 14 日における遡及
そきゅう

訂正の届出をできる立場にはなかったものと推認で

きる。 



 

  

   さらに、破産管財人は「破産宣告日から和議成立までの期間は破産管財人

としての業務をしていた。社会保険関係の届出は自分の名前で行われた可能

性がある。当時、社会保険庁の男性数人が事務所を訪ねてきて、財団債権と

しての社会保険料が減額になるという書類を提示され応じた記憶があるが、

それがＡのものであったかどうかわからない。当時の資料は裁判所の破産決

定書と強制和議認可決定書のみで、ほかは廃棄されて無い。」と供述してい

ることから、全喪届等を破産管財人が行ったものとも考えられる。 

   加えて、申立人は、「申立期間に係る標準報酬月額が訂正されていること

を知らなかった。」としていることから、申立人は標準報酬月額の減額訂正

に直接関与していなかったと認められる。 

これらを総合的に判断すると、申立人の申立期間における標準報酬月額は、

事業主が社会保険事務所に当初届け出た標準報酬月額の記録から、平成８年

12 月から 10 年８月までは 59 万円とすることが必要と認められる。 

 

 



 

  

埼玉厚生年金 事案 1977 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る厚生年金保険の標準報酬月額は、申立人が主張す

る標準報酬月額であったと認められることから、申立期間に係る標準報酬月

額を 59 万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和 21 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 平成８年 12 月１日から 10 年９月１日まで 

    社会保険庁の記録によると、株式会社Ａに勤務していた期間のうち、平

成８年 12 月から 10 年８月までの標準報酬月額が９万 2,000 円になって

いるが、実際は 59 万円なので記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   社会保険庁の被保険者資格記録照会回答票（訂正・取消済資格記録）にお

いて、申立人の厚生年金保険の標準報酬月額は、当初、株式会社Ａの取締役

に就いていた申立期間の平成８年 12 月から 10 年８月までは 59 万円と記録

されていた。 

しかし、社会保険事務所の記録では、株式会社Ａが厚生年金保険の適用事

業所でなくなった平成 10 年９月１日以降の同年９月 14 日に申立人と申立人

の夫（株式会社Ａ代表取締役）のみ標準報酬月額が引き下げられており、二

人の標準報酬月額は 59 万円から９万 2,000 円へと訂正されているが、社会

保険事務所においてこのような遡及
そきゅう

により記録を訂正するという処理を行う

合理的な理由は見当たらない。 

   また、株式会社Ａの商業登記簿によると、平成 10 年８月＊日付けでＢ地

方裁判所Ｃ支部により破産宣告され、申立人及びその夫は同日に取締役を退

任している上、破産管財人及び申立人の夫の供述によると、破産宣告の日か

ら 12 年６月７日の強制和議認可決定の確定による破産終結までは破産管財

人が破産管財業務をしており、「代表印は管財人が管理していた。」として

いることから、申立人は 10 年９月 14 日における遡及
そきゅう

訂正の届出をできる立

場にはなかったものと推認される。 



 

  

   さらに、破産管財人は「破産宣告日から和議成立までの期間は破産管財人

としての業務をしていた。社会保険関係の届出は自分の名前で行われた可能

性がある。当時、社会保険庁の男性数人が事務所を訪ねてきて、財団債権と

しての社会保険料が減額になるという書類を提示され応じた記憶があるが、

それがＡのものであったかどうかわからない。また、当時の資料は裁判所の

破産決定書と強制和議認可決定書のみで、ほかは廃棄されて無い。」と供述

していることから、全喪届等を破産管財人が行ったものとも考えられる。 

加えて、申立人は、「申立期間に係る標準報酬月額が訂正されていること

を知らなかった。」としている上、申立人の夫及び当時の従業員も「申立人

は取締役ではあったが経理及び社会保険手続には関与していなかった。」と

供述していることから、申立人は標準報酬月額の減額訂正に直接関与してい

なかったものと認められる。 

これらを総合的に判断すると、申立人の申立期間における標準報酬月額は、

事業主が社会保険事務所に当初届け出た標準報酬月額の記録から、平成８年

12 月から 10 年８月までは 59 万円とすることが必要と認められる。 

 



 

  

埼玉厚生年金 事案 1978 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の申立期間に係る厚生年金保険の標準報酬月額は、申立人が主張す

る標準報酬月額であったと認められることから、申立期間の標準報酬月額を

53 万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18 年生 

    住    所 ：   

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成３年６月１日から５年５月 21 日まで 

    株式会社Ａにおける申立期間の標準報酬月額が 53 万円から８万円に減

額されている。申立期間の標準報酬月額を 53 万円に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   社会保険庁の記録によると、申立人が、申立期間当時勤務していた株式会

社Ａは、平成５年５月 21 日に厚生年金保険の適用事業所ではなくなってお

り、申立人も同日に被保険者資格を喪失しているが、申立人の標準報酬月額

は同日以降の同年６月 16 日に、３年 10 月の定時決定、４年７月の随時改定

及び同年 10 月の定時決定を取り消した上で、３年６月から５年４月までの

期間について 53 万円から８万円に遡及
そきゅう

して訂正されていることが社会保険

庁の記録で確認できる。 

   また、申立人から提出された遡及
そきゅう

訂正期間の一部のものと推認できる給与

明細書によると、訂正前の標準報酬月額に見合う保険料の控除が確認できる。 

さらに、申立人は株式会社Ａの取締役であったことが商業登記簿謄本で確

認できるところ、申立人は、取締役であったものの、営業担当であり、内装

部門の仕事もしており、標準報酬月額の遡及
そきゅう

訂正について知らなかったと主

張している上、元事業主も、申立人は、営業担当であり、社会保険関係業務

には関与していなかったとしており、同僚からも同様な供述があった。 

   これらを総合的に判断すると、当該訂正処理を遡及
そきゅう

して行う合理的な理由

は無く、申立人の申立期間に係る標準報酬月額について有効な記録訂正があ

ったとは認められないことから、申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、

事業主が社会保険事務所に当初届け出た標準報酬月額の記録から 53 万円と

することが必要である。 



 

  

埼玉厚生年金 事案 1979 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の申立期間に係る厚生年金保険の標準報酬月額は、申立人が主張す

る標準報酬月額であったと認められることから、申立人の申立期間に係る標

準報酬月額を 41 万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 19 年生 

    住    所 ：   

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 平成３年１月１日から４年 10 月１日まで 

    Ａ株式会社に勤務した期間のうち、申立期間の標準報酬月額が減額され

ている。訂正前の標準報酬月額に戻してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   社会保険庁の記録によると、申立人が、申立期間当時勤務していたＡ株式

会社は、平成４年 10 月 31 日に厚生年金保険の適用事業所ではなくなってお

り、申立人も同日に被保険者資格を喪失しているが、申立人の標準報酬月額

は同日以降の５年１月 14 日に、３年 10 月及び４年 10 月の定時決定を取り

消した上で、３年１月から４年９月までが 41 万円から９万 2,000 円に遡及
そきゅう

して訂正されていることが確認できる。 

   また、商業登記簿によると、申立人は遡及
そきゅう

訂正処理当時、Ａ株式会社の代

表取締役であったが、申立人は、食器販売の仕事をし、社会保険手続につい

ては担当しておらず、遡及
そきゅう

訂正処理についても知らなかったとしている。 

さらに、申立人の妻も、Ａ株式会社では副社長が同社の印鑑を管理し、社

会保険手続も副社長自らが行っており、正確な時期は不明だが、副社長の退

職後は自分が印鑑を管理し、社会保険手続に関する権限も自分にあったので、

申立人から指示を受けることはなかったとしている。 

これらのことから、申立人は標準報酬月額の訂正手続に関する権限を有す

る立場になかったことが推認できる。 

これらを総合的に判断すると、社会保険事務所において、遡及
そきゅう

して記録の

訂正処理を行う合理的な理由は見当たらないことから、申立人の申立期間の



 

  

標準報酬月額について有効な記録訂正があったとは認められず、申立人の申

立期間に係る標準報酬月額は、事業主が社会保険事務所に当初届け出た標準

報酬月額の記録から、41 万円とすることが必要と認められる。 



 

  

埼玉厚生年金 事案 1980 

 

第１ 委員会の結論 

申立人のＡ株式会社に係る申立期間①における資格取得日は、昭和 24 年

１月１日、資格喪失日は同年８月１日であると認められることから、当該

期間に係る厚生年金保険被保険者資格の取得日及び喪失日に係る記録を訂

正することが必要である。 

 なお、当該期間の標準報酬月額については、昭和 24 年１月から同年５月

までは 4,200 円に、同年６月及び同年７月は 4,500 円とすることが妥当であ

る。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名  ： 男 

基礎年金番号  ：  

生 年 月 日  ： 昭和６年生 

住    所  ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ： ①  昭和 24 年１月１日から 25 年１月１日まで 

②  昭和 25 年９月 24 日から同年 12 月 25 日まで 

③  昭和 29 年 10 月 11 日から同年 12 月３日まで 

④  昭和 30 年４月 12 日から同年５月 16 日まで 

申立期間①当時はＡ株式会社、申立期間②当時は株式会社Ｂ（現在は、

Ｃ株式会社）、申立期間③当時はＤ及び申立期間④当時はＥ株式会社に船

員として勤務していたが、船員保険の加入記録が無い。当該期間について

被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①のうち、昭和 24 年１月１日から同年８月１日までの期間に

ついて、Ｆ社会保険事務局が保管するＡ株式会社に係る船員保険被保険者

名簿に、申立人と名の一字が相違（「Ｇ」）しているが、申立人と同じ

「Ｈ」と読める記録が認められ、同記録によると、船員保険の被保険者資

格取得日が 24 年１月１日、被保険者資格喪失日が同年８月１日と記載さ

れている。 

  また、同被保険者名簿に記載がある被保険者に確認したところ、申立人

の氏名は覚えていないものの、申立人が主張する船舶と同じ名前の船舶に

乗船していたと供述しており、申立人が覚えている同僚の一部の氏名と同



 

  

様の氏名が同被保険者名簿の中に認められる。 

  これらを総合的に判断すると、Ａ株式会社の事業主は、申立人が昭和

24 年１月１日に船員保険被保険者の資格を取得し、同年８月１日に資格

を喪失した旨の届出を社会保険事務所に対し行ったことが認められる。 

  なお、当該期間の標準報酬月額については、上記の被保険者名簿の記載

から、昭和 24 年１月から同年５月までは 4,200 円、同年６月及び同年７

月は 4,500 円とすることが妥当である。 

   

２ 一方、申立期間①のうち、昭和 24 年８月１日から 25 年１月１日までの

期間について、Ａ株式会社は休眠会社としてＩ法務局の保管する登記簿目

録の中に会社名は確認できるところ、その連絡先は不明であることから、

当該期間の保険料控除の有無を確認できる関連資料及び供述を得ることが

できない。 

また、Ｆ社会保険事務局が保管する船員保険被保険者名簿には、昭和

24 年８月１日から 25 年１月１日までの期間に申立人と考えられる氏名は

確認できない。 

さらに、申立人が当該期間に係る船員保険料を事業主により給与から控

除されていたことを確認できる給与明細書等の資料も無い。 

このほか、申立てに係る事実を確認できる関連資料及び周辺事情は無い。 

 

３ 申立期間②について、株式会社Ｂでは、申立期間②の勤務実態を確認で

きる人事記録及び保険料控除に係る事実を確認できる賃金台帳等の関連資

料を保管しておらず、申立期間②における勤務実態及び船員保険料を申立

人の給与から控除していたか確認できないとしている。 

また、Ｆ社会保険事務局が保管する株式会社Ｂに係る船員保険被保険者

名簿に記載がある被保険者から、申立期間②における申立人の勤務実態及

び保険料控除について供述を得ることができなかった。 

さらに、前記の同名簿の申立期間②に申立人の記録は無く、船員保険被

保険者証記号番号に欠番も無い。 

加えて、申立人が申立期間②に係る船員保険料を事業主により給与から

控除されていたことを確認できる給与明細書等の資料も無い。 

このほか、申立てに係る事実を確認できる関連資料及び周辺事情は無い。 

 

４ 申立期間③について、船舶所有者「Ｄ」及びＪ社会保険事務局が保管す

るＤに係る船員保険被保険者名簿の摘要欄に記載されているＫ株式会社は、

申立人が船舶所有者の所在地とする法務局において商業登記が確認できず、

また、事業主及び同僚の連絡先も不明であることから、申立期間③の保険

料控除について確認できる関連資料及び供述を得ることができない。 



 

  

また、申立人提出の船員手帳には、昭和 29 年 10 月 11 日に雇止めとな

った記録が確認できる上、上記被保険者名簿に記載の被保険者資格喪失日

は、社会保険庁のオンライン記録と一致する。 

さらに、申立人が申立期間③に係る船員保険料を事業主により給与から

控除されていたことを確認できる給与明細書等の資料も無い。 

このほか、申立てに係る事実を確認できる関連資料及び周辺事情は無い。 

 

５ 申立期間④について、申立人の所持している船員手帳の記載から、申立

期間④当時、申立人がＥ株式会社に勤務していたことが確認できる。 

しかしながら、Ｅ株式会社は、既に解散しており、事業主の連絡先が確

認できない上、同僚の連絡先も不明であることから、申立期間④の保険料

控除について確認できる関連資料及び供述を得ることができない。 

また、Ｆ社会保険事務局が保管するＥ株式会社に係る船員保険被保険者

名簿に申立人の記録は無い上、被保険者証記号番号の欄に欠番もみられな

い。 

さらに、申立人が申立期間④に係る船員保険料を事業主により給与から

控除されていたことを確認できる給与明細書等の資料も無い。 

このほか、申立人の申立期間④における船員保険料の控除について確認

できる関連資料及び周辺事情は無い。 

 

６ これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が船員保険被保険者として、申立期間①のうち昭和 24 年８月１日

から 25 年１月１日までの期間、申立期間②、申立期間③及び申立期間④

に係る船員保険料を各事業主により給与から控除されていたと認めること

はできない。 



 

  

埼玉厚生年金 事案 1982 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の申立期間に係る厚生年金保険の標準報酬月額は、申立人が主張

する標準報酬月額であったと認められることから、申立人の申立期間に係

る標準報酬月額を 53 万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男（死亡） 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 18 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間  ： 平成３年 10 月１日から４年７月 31 日まで 

    社会保険庁からの連絡により、株式会社Ａにおける申立期間の標準報酬

月額が実際の給料より低い報酬に訂正されていることが分かった。 

保険料の滞納もなく 53 万円の標準報酬月額に見合う保険料を納付して

おり、遡及
そきゅう

訂正の届けも行っていない。納得できないので、記録を訂正

してもらいたい。 

(注）申立ては、死亡した申立人の妻が、申立人の年金記録の訂正を

求めて行ったものである。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険庁の記録において、株式会社Ａの代表取締役であった申立人の

厚生年金保険の標準報酬月額は、当初、平成３年 10 月から４年６月までは

53 万円と記録されていた。 

しかし、社会保険庁の記録では、申立人の標準報酬月額は、当該事業所

が厚生年金保険の適用事業所に該当しなくなった平成４年７月 31 日以降の

同年９月７日に、３年 10 月の定時決定を取り消した上で、同年 10 月から

４年６月までが 53 万円から 28 万円に遡及
そきゅう

訂正されていることが確認でき

る。 

一方、株式会社Ａの取締役であった申立人の妻は、自分が社会保険関係

の手続を担当しており、社会保険事務所への届出等の手続は申立人に相談

せず自分の判断で行っていたと供述しており、遡及
そきゅう

訂正処理前に同社に勤

務していた同僚も、自分が勤務していた当時は社会保険関係事務は申立人

の妻が行っており、申立人は厚生年金保険関係手続には関与していなかっ



 

  

たと思うと供述している。 

これらを総合的に判断すると、社会保険事務所において、遡及
そきゅう

して記録

の訂正処理を行う合理的な理由は見当たらないことから、申立人の申立期

間の標準報酬月額について有効な記録訂正があったとは認められず、申立

人の申立期間に係る標準報酬月額は、事業主が社会保険事務所に当初届け

出たとおり、53 万円とすることが必要である。 



 

  

埼玉厚生年金 事案 1987 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額（36 万円）に

基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認めら

れることから、申立期間の標準報酬月額に係る記録を 36 万円に訂正するこ

とが必要である。 

 なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 30 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 平成９年１月 31 日から同年２月１日まで 

社会保険庁からの書類により、申立期間の標準報酬月額がその前月と

比較して半分になっていることがわかった。私は平成２年９月１日から

11 年３月 31 日までＡに継続勤務し、途中で社長が交代し社名がＢに変わ

ったが、申立期間における仕事内容や勤務形態、給与には特に変化はなか

ったはずである。給与明細書もあるので、標準報酬月額を正しい記録に訂

正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の記録から、申立人は申立期間を含む平成２年９月１日から 11

年４月 30 日まで株式会社Ａに継続して勤務していたことが確認できる上、

複数の同僚は、申立期間の給与等に変更はなかったはずであると供述してい

る。 

この度、申立人は申立期間の標準報酬月額の相違について申し立てている

が、厚生年金保険の保険給付及び保険料納付の特例等に関する法律（以下

「特例法」という。）に基づき改定または決定し、これに基づき記録の訂正

及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる厚生

年金保険料額及び申立人の報酬月額のそれぞれに見合う標準報酬月額の範囲

内であることから、これらの標準報酬月額のいずれか低い方の額を認定する

こととなる。 



 

  

したがって、申立人の標準報酬月額については、申立人が所持していた申

立期間に係る給与支給明細書の記載で確認できる厚生年金保険料控除額又は

報酬月額から判断すると、申立人の申立期間に係る標準報酬月額の記録につ

いては、36 万円に訂正することが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かにつ

いては、当該事業所は既に適用事業所ではなくなっており、当時の事業主は

確認できる資料もなく不明であるとしており、このほかに確認できる関連資

料及び周辺事情は無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業

主が申立てどおりの標準報酬月額に係る届出を社会保険事務所に行ったか否

かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いことから、行

ったとは認められない。 



 

  

埼玉厚生年金 事案 1988 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の申立期間に係る厚生年金保険の標準報酬月額は、申立人が主張

する標準報酬月額であったと認められることから、申立期間の標準報酬月

額を平成４年３月から５年９月までの期間を 50 万円に、同年 10 月から６

年２月までの期間を 47 万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 17 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間  ： 平成４年３月１日から６年３月 31 日まで 

    社会保険事務所からの連絡により、Ａ株式会社に勤務していた期間のう

ち、平成４年３月から５年９月までの標準報酬月額が、６年４月１日に、

さかのぼって 50 万円から８万円に引き下げられ、また同じく、５年 10

月から６年２月までの標準報酬月額が 47 万円から８万円に引き下げられ

ていることが判明した。そのため、標準報酬月額を正しい記録に訂正し

てほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険庁の記録では、Ａ株式会社は平成６年３月 31 日に厚生年金保険

の適用事業所に該当しなくなっているところ、申立人の標準報酬月額は同

日以降の同年４月１日付けで、４年３月から５年９月までの期間について

は 50 万円から８万円に、同年 10 月から６年２月までの期間については 47

万円から８万円に遡及
そきゅう

して訂正されていることが確認できる。 

しかしながら、元代表取締役及び経理担当者は、給与の遅配や未払いは

あったものの、随時改定に該当するような給与の減額はなかったと供述し

ている。 

その上、申立人は申立期間において当該事業所の取締役であったことが

確認できたが、元代表取締役や複数の同僚から、申立人の担当していた業

務内容の詳細な供述が得られており、申立人が当該減額訂正に関与してい

たとは考え難い。 

これらを総合的に判断すると、当該訂正処理を遡及
そきゅう

して行う合理的な理



 

  

由は無く、申立人の申立期間に係る標準報酬月額について、有効な記録訂

正があったとは認められず、申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、事

業主が社会保険事務所に当初届け出た標準報酬月額の記録から、平成４年

３月から５年９月までについては 50 万円に、同年 10 月から６年２月まで

については 47 万円とすることが必要である。 



 

  

埼玉厚生年金 事案1989 

 

第１  委員会の結論 

申立人の申立期間に係る厚生年金保険の標準報酬月額は、申立人が主張す

る標準報酬月額であったと認められることから、申立期間の標準報酬月額を

41万円に訂正することが必要である。 

 

第２  申立の要旨等 

１  申立人の氏名等 

氏 名  : 男（死亡） 

基礎年金番号  :  

生 年 月 日  : 昭和25年生 

住 所  :  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  :  平成４年11月１日から６年７月13日まで 

申立期間に係る標準報酬月額が平成６年８月１日に41万円から８万円に

遡及
そきゅう

して訂正されているのは納得がいかない。 

(注）申立ては、死亡した申立人の妻が、申立人の年金記録の訂正を

求めて行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   社会保険庁の被保険者記録照会回答票によれば、申立人の申立期間に係る

Ａ株式会社における厚生年金保険の標準報酬月額は、当初41万円と記録され

ているところ、当該事業所が厚生年金保険の適用事業所ではなくなった平成

６年７月13日より後である同年８月１日に、申立人の申立期間における標準

報酬月額が８万円に訂正されていることが確認できる。 

   また、Ｂ地方法務局Ｃ出張所の閉鎖登記簿謄本から、平成６年７月＊日に

Ｄ地方裁判所Ｅ支部において、当該事業所に係る破産宣告が行われた事実が

確認できる上、当該事業所の元事業主は、破産宣告が行われた日に破産管財

人から社判等の関係資料を渡すよう求められ、事業主自ら渡したと供述して

いることから、申立人は取締役であったものの、申立人が自らの標準報酬月

額の減額処理に関与したとは考え難い。 

   これらの事情を総合的に判断すると、訂正処理を遡及
そきゅう

して行う合理的な理

由は無く、標準報酬月額に係る有効な記録訂正があったとは認められず、申

立人の申立期間に係る標準報酬月額は、事業主が社会保険事務所に当初届け

出たとおり41万円に訂正することが必要である。 



 

  

埼玉厚生年金 事案 1992 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたことが認められることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係る記

録を昭和 34 年３月１日に訂正し、当該期間の標準報酬月額を 9,000 円とす

ることが必要である。 

なお、事業主は、申立期間に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行

していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 12 年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 33 年１月 10 日から 34 年３月１日まで 

    社会保険庁の記録では、昭和 30 年４月１日から 33 年１月 10 日までの

記録しかないが、34 年３月１日まで、Ａ社に継続して勤務していた。当

該期間について、被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険庁の記録によれば、申立人に係る厚生年金保険の被保険者期間

は、Ａ社において昭和 30 年４月１日から 33 年１月 10 日まで、Ｂ社におい

て 34 年３月１日から平成９年２月 12 日までであることが確認できる。 

しかし、申立人から提出のあった写真、退職の辞令書、申立人及び同僚

の供述等から、申立人が申立期間にＡ社に正社員として継続して勤務して

いたことが認められる。 

また、申立人は、高校時代からの友人である同僚と一緒にＡ社に就職し、

Ｂ社に転職した時期も同時期であり、Ｂ社を定年になるまで共通の職場で

過ごしているので、申立期間に自身の厚生年金保険被保険者記録が無いの

はおかしい、と供述している上、当該同僚も同様の供述をしており、申立

人のみ申立期間に厚生年金保険料が控除されていなかったとは考え難い。 

さらに、当該事業所において、申立期間に厚生年金保険の事務を担当し

ていた同僚二人は、申立人及び申立人の友人である同僚の二人は、同事業

所への就職日、勤務期間及びＢ社に転職した時期は同じであり、申立人に



 

  

ついて社会保険事務所の記録のとおりの資格喪失の届出をした記憶は無い、

と供述している。 

加えて、申立人が厚生年金保険被保険者資格を喪失したとされている昭

和 33 年１月 10 日以降の同年４月から同年８月までの間に当該事業所に就

職した同僚３人のいずれもが申立人は勤めていたと供述している。 

以上の事実等を総合的に判断すると、申立人は、申立期間の昭和 33 年１

月 10 日から 34 年３月１日までＡ社に継続して勤務していたことが認めら

れ、申立人と同質性の高い同僚の被保険者記録及び供述内容から、厚生年

金保険料も継続して事業主から控除されていたものと認められる。 

また、申立期間に係る標準報酬月額については、申立人のＡ社における

昭和 32 年 12 月の被保険者名簿の記録から 9,000 円とすることが妥当であ

る。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、

申立期間の被保険者原票の整理番号に欠番が見当たらないことから、申立

人に係る社会保険事務所の記録が失われたことは考えられない上、標準報

酬月額の定時決定及び資格の喪失のいずれの機会においても社会保険事務

所が申立人に係る記録の処理を誤ることは考え難いことから、事業主が、

昭和 33 年１月 10 日を厚生年金保険の資格喪失日として届け、その結果、

社会保険事務所は、申立人に係る昭和 33 年１月から 34 年２月までの保険

料について納入の告知を行っておらず、事業主は、申立期間に係る保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

 

 



 

  

埼玉厚生年金 事案 1993 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る厚生年金保険の標準報酬月額は、申立人が主張

する標準報酬月額であったと認められることから、申立人の標準報酬月額

を、平成６年１月から同年 10 月までは 53 万円、同年 11 月から８年１月ま

では 59 万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年  月 日 ： 昭和 18 年生 

    住        所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成６年１月１日から８年２月 29 日まで 

    社会保険事務所からの連絡により、株式会社Ａに勤務した期間のうち、

平成６年１月から８年２月までの標準報酬月額がさかのぼって下げられて

いることが判明した。訂正前の標準報酬月額に戻してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  社会保険庁の被保険者資格記録照会回答票（訂正・取消済資格記録）にお

いて、申立人の株式会社Ａにおける厚生年金保険の標準報酬月額は、当初、

平成６年１月から同年 10 月までは 53 万円、同年 11 月から８年１月までは

59 万円と記録されていたところ、同社が厚生年金保険の適用事業所ではな

くなった同年２月 29 日より後の同年３月６日付けで、申立人、事業主及び

監査役の標準報酬月額の記録がさかのぼって訂正されており、申立人の場合、

53 万円及び 59 万円であった標準報酬月額が、８万円及び９万 2,000 円に減

額訂正されていることが確認できる。 

また、申立人は、申立期間当時は株式会社Ａの取締役であったことが商

業登記簿謄本で確認できるものの、営業担当であり社会保険手続には関与

していないと主張しており、申立期間に係る標準報酬月額が訂正されてい

ることは知らなかったと供述している。 

さらに、事業主も、「申立人は営業担当役員であり、社会保険料、税金

等の支払に関してはすべて自分が行っていた。また、給与計算等は経理事

務員が行っていた。」と供述していることから、申立人は社会保険事務に

ついて権限を有しておらず、標準報酬月額の減額訂正に関与していなかっ

 



 

  

たと考えられる。 

これらを総合的に判断すると、社会保険事務所において、当該訂正処理

を遡及
そきゅう

して行う合理的理由は無く、標準報酬月額に係る有効な記録訂正が

あったとは認められず、申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、事業主

が社会保険事務所に当初届け出た標準報酬月額の記録から平成６年１月か

ら同年 10 月までは 53 万円、同年 11 月から８年１月までは 59 万円とする

ことが必要と認められる。 

 



 

  

埼玉厚生年金 事案 1994 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る厚生年金保険の標準報酬月額は、申立人が主張す

る標準報酬月額であったと認められることから、申立期間の標準報酬月額を

30 万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年  月 日  ： 昭和 13 年生 

    住    所 ：  

                       

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立  期 間  ： 平成６年３月１日から８年３月 31 日まで              

    社会保険事務所からの連絡により、株式会社Ａに勤務した期間のうち、

平成６年３月から８年２月までの標準報酬月額が、実際の給料と相違して

いることが判明した。申立期間の標準報酬月額を訂正前の記録に戻してほ

しい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   社会保険事務所の被保険者資格記録照会回答票（訂正・取消済資格記録）

において、申立人の株式会社Ａにおける申立期間の厚生年金保険の標準報酬

月額は、当初、平成６年３月から８年２月までは 30 万円と記録されていた

ところ、当該事業所が厚生年金保険の適用事業所ではなくなった日（８年３

月 31 日）より後の同年４月 25 日付けで、６年３月から８年２月までの標準

報酬月額が 30 万円から９万 8,000 円に遡及
そきゅう

して引き下げられていることが

確認できる。 

社会保険事務所において、このような遡及
そきゅう

により記録を訂正するという

処理を行う合理的な理由は見当たらない。 

また、申立人の雇用保険受給者記録に記載されている離職時賃金日額か

ら換算した給与月額は、厚生年金保険被保険者記録に記録されている標準

報酬月額とほぼ一致することから、申立人は標準報酬月額の訂正処理に関

与する立場になかったことが推認出来る。 

これらの事情を総合的に判断すると、申立人の申立期間に係る標準報酬

月額について、有効な記録訂正があったとは認められず、申立人の申立期

間に係る標準報酬月額は、事業主が当初届け出た標準報酬月額の記録から、

30 万円とすることが必要であると認められる。 



 

  

埼玉厚生年金 事案 1995 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る厚生年金保険の標準報酬月額は、申立人が主張す

る標準報酬月額であったと認められることから、申立人の申立期間の標準報

酬月額を平成４年４月から５年１月までを 36 万円に、同年２月から同年 11

月までを 26 万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和９年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成４年４月１日から５年 12 月 16 日まで 

    社会保険庁からの連絡により、Ａ株式会社における平成４年４月から５

年 11 月までの期間に係る標準報酬月額が実際の給料より低い標準報酬月

額に訂正されていることが分かったので、訂正前の標準報酬月額に戻して

ほしい。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

   社会保険庁の記録において、Ａ株式会社が厚生年金保険の適用事業所に該

当しなくなった平成５年 12 月 16 日より後の６年３月 31 日において、事業

主を含めて当該事業所の役員４人の４年４月から５年 11 月までの標準報酬

月額の記録が遡及
そきゅう

して減額訂正されており、申立人の場合、４年４月から５

年１月までは 36 万円から８万円に、同年２月から同年 11 月までは 26 万円

から８万円に訂正されていることが確認できる。 

   なお、申立人は、Ａ株式会社の代表取締役の妻であり、商業登記簿謄本に

より、当該事業所の監査役であることが確認できる。 

また、同僚によれば、申立人は常勤的な勤務がなかったこと、及び社会保

険の手続は申立人以外の取締役が行っていたとしていることから、申立人は

当該標準報酬月額の訂正に関与する立場になかったことが推認できる。 

これらを総合的に判断すると、標準報酬月額に係る有効な記録訂正があ

ったとは認められず、申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、事業主が

社会保険事務所に当初届け出た標準報酬月額の記録から、平成４年４月か

ら５年１月までを 36 万円に、同年２月から同年 11 月までを 26 万円とする

ことが必要と認められる。 



 

  

埼玉厚生年金 事案 1996 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る厚生年金保険の標準報酬月額は、申立人が主張す

る標準報酬月額であったと認められることから、申立人の申立期間の標準報

酬月額を平成４年４月から５年１月までを 53 万円に、同年２月から同年 11

月までを 41 万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和５年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成４年４月１日から５年 12 月 16 日まで 

    社会保険庁からの連絡により、Ａ株式会社における平成４年４月から５

年 11 月までの期間に係る標準報酬月額が実際の給料より低い標準報酬月

額に訂正されていることが分かったので、訂正前の標準報酬月額に戻して

ほしい。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

   社会保険庁の記録において、申立人が代表取締役を務めていたＡ株式会社

が厚生年金保険の適用事業所に該当しなくなった平成５年 12 月 16 日以後の

６年３月 31 日付けで、申立人に係る標準報酬月額が、４年４月から５年１

月までは 53 万円から８万円に、同年２月から同年 11 月までは 41 万円から

８万円に、それぞれ遡及
そきゅう

して減額訂正されていることが確認できる。 

   一方、申立人は、当該標準報酬月額の減額訂正については知らなかったと

供述している。 

また、商業登記簿謄本により、当該事業所は平成６年２月＊日に破産宣告

（破産手続開始決定）を受け、８年５月＊日に破産廃止決定が確定している

ことが確認できる。 

この破産手続に関し、破産手続開始決定日に破産管財人が選任されること

となるが、当該破産手続開始決定日（平成６年２月＊日）は、当該標準報酬

月額の減額訂正日（６年３月 31 日）より以前であることから、申立人は、

当該減額訂正日において減額訂正に係る権限が無く、また、関与する立場に



 

  

もなかったと認められる。 

これらの事情を総合的に判断すると、社会保険事務所において、当該訂正

処理を行う合理的な理由は無く、申立期間において標準報酬月額に係る有効

な記録訂正があったとは認められず、申立人の申立期間に係る標準報酬月額

は、事業主が社会保険事務所に当初届け出た標準報酬月額の記録から平成４

年４月から５年１月までは 53 万円に、同年２月から同年 11 月までは 41 万

円とすることが必要である。 

 



 

  

埼玉厚生年金 事案 1997     

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の申立期間に係る厚生年金保険の標準報酬月額は、申立人が主張

する標準報酬月額であったと認められることから、申立人の標準報酬月額

を平成３年３月から同年６月までを 44 万円に、同年７月から５年１月まで

を 53 万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男   

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和８年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成３年３月１日から５年２月 28 日まで 

    社会保険庁の記録では、Ａ株式会社における平成３年３月から５年１月

までの 23 か月について、標準報酬月額が同年４月２日付けで遡及
そきゅう

して 11

万円に訂正されていることがわかった。標準報酬月額を正しい記録に訂正

してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

 社会保険庁の記録では、申立人が取締役を務めていたＡ株式会社は、平

成５年２月 28 日に厚生年金保険の適用事業所に該当しなくなっているとこ

ろ、同日以降の同年４月２日付けで申立人の厚生年金保険に係る標準報酬

月額が、３年３月から同年６月までは 44 万円から 11 万円に、同年７月か

ら５年１月までは 53 万円（最高等級）から 11 万円に、それぞれ遡及
そきゅう

して

減額訂正されているほか、同社の事業主も同時期に標準報酬月額が減額訂

正されていることが確認できる。 

また、申立人は、申立期間の大部分において雇用保険に加入しているこ

とが雇用保険の記録から確認できる。 

さらに、申立人の、雇用保険受給資格者証に記載された離職時賃金日額

から換算した１月当たりの賃金額と、社会保険庁に記録されている同社が

適用事業所に該当しなくなった時点における標準報酬月額はほぼ一致する

ことが確認できる。 

一方、同社の事業主は、同社において、標準報酬月額の遡及
そきゅう

訂正が行わ



 

  

れた経緯について不明としながらも、自らが経営に関与した会社のうち数

社において、社会保険事務所職員と相談の上で、標準報酬月額の遡及
そきゅう

訂正

を行ったことを供述している。 

これらを総合的に判断すると、当該標準報酬月額については有効な記録

訂正があったとは認められず、申立人の申立期間に係る標準報酬月額は事

業主が社会保険庁に届け出た当初の記録から、平成３年３月から同年６月

までを 44 万円に、同年７月から５年１月までを 53 万円とすることが必要

と認められる。 



 

  

埼玉厚生年金 事案 1998 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の、申立期間に係る厚生年金保険の標準報酬月額は、申立人が主張

する標準報酬月額であったと認められることから、申立人の申立期間の標準

報酬月額を 30 万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 22 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成４年１月１日から同年 12 月 31 日まで 

    株式会社Ａにおける厚生年金保険被保険者記録を確認したところ、平成

４年１月から同年 11 月までの標準報酬月額が 30 万円から８万円に訂正

されていた。このような処理について納得することができない。標準報

酬月額を訂正前の 30 万円に戻してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   社会保険庁の被保険者資格記録照会回答票（訂正・取消済資格記録）にお

いて、申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、当初、申立人が主張する

30 万円と記録されていたが、株式会社Ａが厚生年金保険の適用事業所に該

当しなくなった平成４年 12 月 31 日以降の５年１月 11 日付けで、申立人を

含む二人の標準報酬月額の記録が遡及
そきゅう

して訂正されており、申立人の４年１

月から同年 11 月までの標準報酬月額が 30 万円から８万円に減額訂正されて

いることが確認できる。 

   また、商業登記簿謄本により、申立人は、同社において取締役であったこ

とを確認できるが、同社の事業主は、当該減額訂正について社会保険事務所

職員から説明を受けたと供述している上、申立人は当該事業主から、社会保

険事務所職員から説明を受けて押印したことを聞いたと供述していることか

ら、申立人が当該減額訂正に関与していたとは考え難い。 

これらを総合的に判断すると、当該訂正処理を遡及
そきゅう

して行う合理的な理由

は無く、標準報酬月額について有効な記録訂正があったとは認められず、申

立人の申立期間に係る標準報酬月額は、事業主が社会保険事務所に当初届け

出た標準報酬月額の記録から 30 万円とすることが必要と認められる。 

 



 

  

埼玉国民年金 事案 2466 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 59 年３月から 62 年６月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年  月 日  ： 昭和 39 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立  期 間  ： 昭和 59 年３月から 62 年６月まで 

申立期間については実家の母が国民年金に加入手続をして、国民年金

保険料を納付してくれたはずである。未納とされていることに納得がい

かない。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間について、その母親が国民年金保険料を納付してい

たはずであると主張しているが、母親は他界しており保険料納付に関する

証言が得られず、申立人の保険料を納付していたことを示す関連資料（家

計簿、確定申告書等）も無いことから、国民年金の加入及び保険料の納付

状況が不明である。 

また、申立人の国民年金手帳記号番号から推定できる国民年金への加入

時期は平成元年８月ごろであり、その時点では、申立期間は時効により納

付できない期間であり、申立人はそれ以前に住所の移転もないため、別の

国民年金手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見当

たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 

 



 

  

埼玉国民年金 事案 2467 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 36 年４月から 39 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年  月 日  ： 昭和 10 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立  期 間  ： 昭和 36 年４月から 39 年３月まで 

 申立期間の国民年金保険料については、昭和 36 年４月ごろＡ市で夫

と共に国民年金に加入し、自宅に来ていた集金人に納付していたか、近

くにあったＡ市役所Ｂ出張所かＣ出張所で納付していた。 

また、夫が亡くなってから第４子が 18 歳になるまで母子年金を受給

していたことから、保険料を納付していたはずである。未納とされてい

ることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

 申立人は、Ａ市に在住していた昭和 36 年４月ごろにその夫と共に国民

年金に加入し、申立期間を含め国民年金保険料は自宅に来ていた集金人に

納付していたか、最寄りのＡ市役所Ｂ出張所又はＣ出張所で納付したとし

ているが、申立人と同時に国民年金に加入したと認められる夫は、申立期

間の保険料が未納となっており、また、Ａ市役所によれば、同区内で集金

人制度が開始されたのは申立期間中の 38 年４月からであり、Ｂ出張所は

27 年に閉鎖され、Ｃ出張所では国民年金保険料は納付できなかったとして

いることから、申立人の主張と相違している。 

さらに、Ａ市保管の国民年金被保険者名簿によれば、申立期間の一部を

含む昭和 37 年４月から 45 年３月までは法定免除期間であったことが明記

されており、同期間中に保険料を納付したとは考え難く、申立期間の保険

料を納付した事実を示す関連資料（家計簿、確定申告書等）も見当たらな

い。 

加えて、申立人は昭和 43 年２月にその夫が他界した後、母子年金を受

給していたため、申立期間の保険料を納付したはずとしているが、申立人



 

  

の母子年金は、同年金の支給要件に基づき、40 年１月から 42 年 12 月まで

の３年間が保険料免除期間で満たされていたために支給されたものと考え

られ、申立期間の保険料納付状況は母子年金の支給要件に関係が無いこと

から、母子年金を受給していたことを理由に申立期間の保険料を納付して

いたとする主張は不自然である。 

 これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



 

  

埼玉国民年金 事案 2468 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 47 年３月から 49 年 11 月までの期間及び平成５年５月か

ら６年７月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと

認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

       生 年 月 日 ： 昭和 21 年生  

    住    所 ：  

   

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 47 年３月から 49 年 11 月まで 

② 平成５年５月から６年７月まで 

申立期間①については、Ａ区Ｂ事務所で国民健康保険の加入手続を

行ったので、国民年金にも加入していると思う。申立期間が未加入及

び未納とされているのは納得できない。 

申立期間②については、Ｃ市役所で国民年金に加入した。妻の記入

していた家計簿に国民年金保険料の支出が記載されており、当該期間

の保険料は納付している。申立期間が未加入及び未納とされているの

は納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間①について、申立人は、昭和 47 年３月に会社を退職した後

にＡ区Ｂ事務所で国民健康保険の加入手続を行ったので同時に国民年金

にも加入しているはずだとしているが、申立人は、国民年金の加入手続、

国民年金手帳の受領及び保険料納付等の記憶が無いとし、同居していた

申立人の妻も同様にこれらの記憶は無いとしているため、申立人の国民

年金への加入状況及び保険料の納付状況が不明である。 

また、申立期間①当時、同居していたとする申立人の妻及び弟も申立

期間①の国民年金記録は未加入となっており､申立人の申立期間①の国

民年金保険料の納付を裏付ける関連資料（家計簿、確定申告書等）も見

当たらない。 

 

  ２ 申立期間②について、申立人は、当時、その妻が記入していた家計簿



 

  

に申立期間②の国民年金保険料の支出の記録があるため、当該期間の保

険料を納付したとしているが、申立人が提出した平成５年４月から６年

８月までの家計簿（写）には、５年 11 月に同年５月から同年９月まで

の保険料分として５万 2,500 円を支出した記録をはじめとして、平成５

年度の保険料月額１万 500 円を 10 か月分及び６年度保険料月額１万

1,100 円を３か月分支出した記録があり、いずれも１人分の保険料額の

支出と合致し、妻は申立期間②に該当する保険料をすべて納付している

ことから、この家計簿に記載された国民年金保険料額の支出は妻の国民

年金保険料の納付額であると推認され、申立人の申立期間②の保険料で

あるとは認め難い。 

    また、そのほかに、申立人の申立期間②の保険料の納付を裏付ける関

連資料（確定申告書等）は見当たらない。 

 

  ３ これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に

判断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと

認めることはできない。 

 

 



 

  

埼玉国民年金 事案 2473 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 41 年９月から 49 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 17 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 41 年９月から 49 年３月まで 

 申立期間の国民年金保険料は、当時、衣料品の卸業を営んでいた父親

が、家族の分をまとめて納税組合に納付したはずであり、未納とされて

いることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間の国民年金保険料について、当時、衣料品の卸業を

営んでいたその父親が、家族の分をまとめて納税組合に納付したはずで

あると主張しているが、申立人の国民年金手帳記号番号から推定できる

国民年金への加入時期は昭和 49 年６月であり、その時点では、申立期間

の大部分は時効により保険料を納付できない上、別の国民年金手帳記号

番号が払い出されていた形跡も見当たらない。 

   また、当時、申立人と同居し同様の立場にあったとする申立人の従兄は、

申立期間のうち、20 歳到達月の昭和 41 年＊月から 44 年１月までは国民

年金に未加入である上、従兄が所持する納付書・領収証書により、厚生

年金保険の資格を喪失した 47 年７月から 48 年３月までの期間の国民年

金保険料を 54 年８月 25 日に特例納付で納付していることが確認できる

ことから、当時、家族とともに納税組合に納付していなかったものと認

められる。 

   さらに、申立人の国民年金保険料を納付したとするその父親は既に他界

しており、納付状況が不明である上、保険料を納付したことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに申立期間の保険料を納付

していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認

めることはできない。 



 

  

埼玉国民年金 事案 2474 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 36 年４月から 39 年 12 月までの国民年金保険料について

は、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 13 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 36 年４月から 39 年 12 月まで 

     申立期間の国民年金保険料については、Ａ地に住んでいた大学生当時、

私がＢ区役所へ行き、１年分 1,000 円から 1,200 円納付しているはずな

ので、未納となっていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間の国民年金保険料について、申立人がＢ区役所で国

民年金に加入し、保険料を１年分 1,000 円から 1,200 円納付したとしてい

るが、申立人の国民年金手帳記号番号から推定できる加入時期は昭和 40

年１月であり、その時点では、申立期間は時効により納付できない期間及

びさかのぼって納付する期間となるが、申立人からは、さかのぼって納付

したなどの納付に関する具体的な申述が得られず、１年分 1,000 円から

1,200 円納付したとしている時期も確認できないことから、保険料の納付

状況が不明である。 

また、申立人の申立期間における保険料の納付を裏付ける関連資料（家

計簿、確定申告書等）や周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



 

  

埼玉国民年金 事案 2475 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の、昭和 43 年 10 月から 46 年６月までの期間、48 年５月から同

年 10 月までの期間、48 年 12 月から 49 年６月までの期間、50 年１月から

同年３月までの期間、53 年４月から同年６月までの期間、53 年 10 月から

同年 12 月までの期間、55 年６月から 57 年３月までの期間及び 57 年 12

月から 58 年 12 月までの期間の国民年金保険料については、納付していた

ものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23 年生 

    住    所 ：  

    

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 43 年 10 月から 46 年６月まで 

             ② 昭和 48 年５月から同年 10 月まで 

             ③ 昭和 48 年 12 月から 49 年６月まで 

             ④ 昭和 50 年１月から同年３月まで 

             ⑤ 昭和 53 年４月から同年６月まで 

             ⑥ 昭和 53 年 10 月から同年 12 月まで 

             ⑦ 昭和 55 年６月から 57 年３月まで 

             ⑧ 昭和 57 年 12 月から 58 年 12 月まで 

    私は、今回の年金問題で私の国民年金保険料の納付記録を照会したと

ころ、未納期間があることが分かった。国民年金の加入手続は父が行っ

てくれて、当初の保険料は父が納付してくれたが、その後は私が納付し

てきた。申立期間が未納となっていることに納得できない。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間①について、申立人は、申立人の父が村のＡという役職の人

が国民年金保険料を集金に来たので納付したと主張しているが、Ｂ市役

所では、申立人の国民年金の加入記録及び国民年金保険料の納付記録は

見当たらないとしている上、その父は亡くなっており、申立人も保険料

の納付に直接関与していないため、国民年金の加入手続及び保険料の納

付状況は不明である。 



 

  

 

  ２ 申立期間②について、申立人は、毎月納付書が送達され、毎月まとめ

て納付したとしているが、申立期間②は、厚生年金保険と厚生年金保険

の間の６か月間であり、厚生年金保険から国民年金への切替手続の記憶

が無い上、具体的な納付状況が曖昧
あいまい

である。 

 

  ３ 申立期間③について、申立人は、勤めていた株式会社Ｃが給料から国

民年金保険料を差し引いて納付したと主張しているが、納付書を提出し

た記憶も無く、同社がどのように保険料を納付していたか分からないと

しており、その状況は不明である。 

 

  ４ 申立期間④について、申立人は、所属していたＤの担当部長が国民年

金保険料を納付してくれたと主張しているが、どのように手続をしたか

分からないとしており、担当部長の証言が得られないため、その状況は

不明である。 

 

  ５ 申立期間⑤及び⑥について、申立人は、Ｅ区役所の国民年金の担当窓

口で納付書に現金を添えて国民年金保険料を納付したと主張しているが、

Ｅ区では、当時、窓口で納付書と現金により保険料を収納していたとし

ているものの、納付書の型式や納付サイクルなど具体的な納付状況が

曖昧
あいまい

である。 

 

 

  ６ 申立期間⑦について、申立人は、Ｆ区に転居してからまとめて国民年

金保険料を納付したと主張しているが、納付の状況を覚えていないなど、

記憶が曖昧
あいまい

である上、申立期間後は免除期間となっている。 

 

  ７ 申立期間⑧について、申立人は、当時、運営していたＧを５つ開いて

おり、指導に飛び回っていたので、目についた金融機関で国民年金保険

料を納付し、免除期間の一部はＧの運営に関わった会計士が納付して、

また未納期間はＧの理事から何か支払は無いかと言われたので、70 万

円を立て替えてもらい、そのうちの 10 万円が国民年金保険料及び国民

健康保険料（３万 4,980 円）であると主張しているが、追納や未納期間

の保険料の納付書の発行、納付場所など保険料の納付状況が不明である

上、会計士及び理事の証言が得られない。 

 

  ８ 申立人の口頭意見陳述において、申立人は、申立期間①から⑧までの

国民年金保険料の納付は前記１から７までのように納付したと申し立て



 

  

ていたものをすべて自ら納付したと主張を変えたが、国民年金の加入及

び国民年金保険料の納付状況等について、当初の申立て以上に具体的な

申述が得られなかった。 

    

  ９ 申立期間の国民年金保険料を納付したことを示す関連資料（日記、家

計簿等）は無く、ほかに保険料を納付していたことをうかがわせる周辺

事情も見当たらない。 

 

  10 これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に

判断すると、申立人が、申立期間の国民年金保険料を、納付していたも

のと認めることはできない。 



 

  

埼玉国民年金 事案 2476 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 48 年４月から 50 年 12 月までの国民年金保険料について

は、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23 年生 

    住    所 ：  

    

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 昭和 48 年４月から 50 年 12 月まで 

    私は、厚生年金保険と国民年金が継続しないと厚生年金保険がもらえ

ないと聞き、昭和 49 年 11 月ごろ、結婚を契機にＡ市役所に行って国民

年金の加入手続を行い、48 年４月からの保険料６万円を納付した。申

立期間が未納となっていることに納得できない。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 49 年 11 月ごろ、国民年金の加入手続をしたと主張して

いるが、Ａ市の被保険者名簿の補記欄には、「53 年８月 26 日資格取得

日」と記載されており、社会保険庁の国民年金手帳記号番号の払出簿にお

いても 53 年９月 18 日が払出日となっていることから、同年８月に加入手

続をしたことが確認でき、加入手続後の同年 12 月 12 日に 51 年１月から

53 年３月までの国民年金保険料を過年度納付しており、当該時点で、申

立期間の保険料は時効により納付できない。 

   また、申立人は、昭和 49 年 11 月に国民年金の加入手続をした際に、未

納期間の国民年金保険料をさかのぼって納付して下さいと言われ、夫婦で

７万円を工面し約６万円を納付したと主張しているが、53 年 12 月 12 日

に過年度納付した保険料（４万 6,500 円）と 53 年９月に納付した同年４

月から同年 12 月までの現年度保険料（２万 4,300 円）を合わせると、７

万 800 円になり、申立人が、国民年金の加入手続後にまとめて納付したと

主張する保険料が過年度及び現年度保険料の額におおむね一致することか

ら、そのことと混同している可能性も否定できない。 

   さらに、申立期間の国民年金保険料を納付したことを示す関連資料（日

記、家計簿等）は無く、ほかに保険料を納付したことをうかがわせる周辺



 

  

事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が、申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認

めることはできない。 

   

   



 

  

埼玉国民年金 事案 2478 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 36 年４月から 40 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和７年生 

    住    所 ：  

    

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 昭和 36 年４月から 40 年３月まで 

    私は、新聞で国民年金制度が始まるのを知り、将来のことを考え加入

した。国民年金保険料は、役員の方が３か月に一度自宅に集金に来たの

で納付した。申立期間が未納となっていることに納得できない。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、国民年金保険料について、役員の人が集金に来ていたと主張

しているが、国民年金の徴収カードや領収証書は無く、国民年金手帳や印

紙及び検認のことを記憶していないなど、保険料の納付方法等が曖昧
あいまい

であ

る。 

   また、申立期間の国民年金保険料について、申立人の夫の保険料は未納

となっている上、申立人の夫は、昭和 41 年７月 21 日に国民年金の加入手

続をし、当該時点において 40 年４月から 41 年３月までの１年間の保険料

を過年度納付しており、申立人も 40 年４月から 41 年３月までの１年間の

保険料を現年度納付しているなど、まとめて納付する保険料を１年間とし

ていたことがうかがえる。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が、申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認

めることはできない。 



 

  

埼玉国民年金 事案 2479 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 39 年５月から 43 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 39 年５月から 43 年３月まで 

    私は、Ａの工場で職人として働いていたときに手足がひどい皮膚病に

なったので、昭和 44 年２月にＢ町（現在は、Ｃ市）役場で国民健康保

険の加入手続を行った際、役場職員から国民年金に加入するように勧め

られ、国民年金の加入手続を行った。そのときに窓口職員から未納期間

の４年分の保険料を納付できると聞き、窓口で一括して現金で納付した

ので、申立期間が未納となっていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 44 年２月に国民年金の加入手続をしたときに、役場職

員から４年間さかのぼって納付できると聞き、窓口で 39 年５月から 43 年

３月までの約４年分の保険料を納付したとしているが、申立人の国民年金

手帳記号番号は 44 年１月ごろに払い出されており、その時点からすると

申立期間の一部は時効により納付できない期間であり、別の国民年金手帳

記号番号が払い出された形跡も無い。 

   また、申立人の所持する国民年金手帳により資格取得日は昭和 38 年＊

月＊日であることが確認できることから、加入時点における未納期間は

39 年５月からではなく 38 年２月からであり、４年間さかのぼって納付し

たとする主張は不自然である。 

   さらに、申立人は、さかのぼって納付した国民年金保険料額を覚えてい

ないなど保険料納付に関する記憶があいまいである上、申立人が申立期間

の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確定申告

書等）は無く、このほか保険料が納付されていたことをうかがわせる周辺

事情も見当たらない。 



 

  

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 

 

 



 

  

埼玉国民年金 事案 2480 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 56 年 10 月から 61 年３月までの国民年金保険料について

は、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和 19 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 昭和 56 年 10 月から 61 年３月まで 

私は、25 年以上納付しないと年金をもらえないと思い、義母に依頼

して地区の年金係に国民年金の加入手続をしてもらい、その後は地区の

年金係に義母が保険料を納付していた。社会保険庁の記録では昭和 56

年 10 月 20 日に資格を喪失したことになっているが、そのような手続を

行った覚えはなく、61 年３月まで保険料を納付していたはずで、申立

期間の保険料が未納とされていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、その義母に依頼して地区の年金係に国民年金の加入手続をし

てもらい、その後は地区の年金係に義母が昭和 61 年３月まで保険料を納

付していたとしているが、Ａ町の被保険者名簿及び申立人の所持する国民

年金手帳のいずれにも 56 年 10 月 20 日に国民年金被保険者資格を喪失し

た記録があることから、少なくとも行政側では、申立人が資格を喪失した

ものと取り扱い、申立期間の保険料収納が行われることはなかったと推認

され、申立人は保険料を納付できなかったと考えられる。 

また、申立人は、国民年金の手続や保険料納付に直接関与しておらず、

手続や保険料納付を行っていたとするその義母は既に他界しており、国民

年金の加入手続、資格喪失手続及び保険料納付時の状況が不明である。 

さらに、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付したことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料が納付さ

れていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



 

  

埼玉国民年金 事案 2481 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 46 年７月から 53 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 20 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 昭和 46 年７月から 53 年３月まで 

    昭和 46 年７月から夫が自営業を始めたので、夫婦で国民年金に加入

した。Ａ区役所で加入手続をしたと思う。送られた納付書により、Ｂ

区では当時のＣ金庫Ｄ支店で、Ｅ市では当時のＦ銀行Ｇ支店やＨ金庫

Ｉ支店で、私が窓口で夫婦二人分の保険料を一緒に納めた。申立期間

について、夫は納付済みとなっているのに、私だけ未納となっている

ことは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、その夫とともに国民年金に加入したとしているが、夫の国民

年金手帳記号番号は昭和 47 年７月ごろに払い出され、申立人の手帳記号

番号は 53 年 12 月 15 日に払い出されており、申立内容と異なっている。 

   また、申立人の国民年金手帳記号番号が払い出された時点では、申立期

間の大部分は時効により保険料を納付できず、申立期間当時に別の手帳

記号番号が払い出された形跡が確認できない。 

   さらに、国民年金手帳記号番号払出時点では、過年度納付及び特例納付

により申立期間の保険料を納付することは可能であったが、申立人は保

険料をさかのぼって納付した記憶は無いとしている。 

   加えて、申立人は、申立期間に係る国民年金の加入手続、年金手帳の交

付、保険料額等についての記憶が曖昧
あいまい

であるなど、申立期間の国民年金

の加入や保険料の納付に関する状況が不明であり、申立人が、申立期間

の保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）

が無く、ほかに申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周

辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



 

  

埼玉国民年金 事案 2483 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 50 年１月、同年２月、53 年９月から 56 年９月までの期

間及び 59 年４月から 61 年３月までの期間の国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和 28 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： ① 昭和 50 年１月及び同年２月 

             ② 昭和 53 年９月から 56 年９月まで 

             ③ 昭和 59 年４月から 61 年３月まで 

    私は会社の総務部に勤務していた関係で、年金関係の手続は熟知して

いた。会社退職後は、国民年金に加入することは知っていたので、当時

住んでいた近くのＡ区役所に行き、国民年金に加入した。しばらくして

から納付書が送られてきたので、金融機関に納付したと記憶している。 

    次に、会社を辞めた時も、国民年金の加入手続を行い、国民年金第３

号被保険者になるまでの間、ずっと保険料を納付していたので未納期間

があるのは納得できない。 

   

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間①及び②について、申立人は会社退職後、Ａ区に住んでいた

ときに国民年金の加入手続を行い、国民年金保険料を納付していたと申

し立てているが、申立人の国民年金手帳記号番号は昭和 56 年 11 月６日

に、転居したＢ区で払い出されており、払出日からすると申立期間の一

部は時効により納付できない期間である上、申立人に別の国民年金手帳

記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

 

  ２ 申立期間③について、申立人はＢ区に住んでいた当時から昭和 58 年

９月にＣ市（現在は、Ｄ市）に転居してからも引き続き保険料を納付し、

61 年４月に国民年金第３号被保険者に種別変更するまでの間、保険料

を納付していたと主張しているが、申立人の所持する年金手帳には、国



 

  

民年金の任意加入の資格喪失日は記載されているが、国民年金に再加入

手続を行った記載が無いことから、申立期間は国民年金の未加入期間で

あることが確認でき、保険料の納付書は発行されなかったと推認される。 

     

３ そのほか、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付したことを示す

関連資料（家計簿、確定申告書等）も無い。 

 

４ これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に

判断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと

認めることはできない。 

 



 

  

埼玉国民年金 事案 2484 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 57 年５月及び 60 年６月から 61 年３月までの期間の国民

年金保険料については、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：   

    生 年 月 日  ： 昭和 25 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： ① 昭和 57 年５月 

             ② 昭和 60 年６月から 61 年３月まで     

    社会保険事務所に出向いて年金加入歴を調べてもらったところ、申立

期間が未納になっていると言われ驚いた。未納とされている厚生年金保

険に入る前の１か月分と脱退してからの 10 か月分の国民年金保険料は、

Ａ市役所で納付手続をして支払った。申立期間が未納とされていること

に納得できない。               

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間①については、国民年金の保険料をＡ市役所で納

付し、申立期間②については、勤務形態が正社員からパートの派遣スタ

ッフに変更となったので、厚生年金保険から国民年金への切替手続を同

市役所で行い、保険料は銀行からの口座振替で一括納付したと申し立て

ているが、Ａ市の被保険者名簿、申立人の所持する国民年金手帳及び社

会保険庁の記録により、申立期間①の昭和 57 年５月 29 日の国民年金被

保険者資格喪失後から厚生年金保険に加入するまでの間と、申立期間②

の 60 年６月１日の厚生年金保険被保険者資格喪失後から 61 年４月１日

に第３号被保険者資格取得するまでの間は、国民年金未加入期間となっ

ていることが確認できる上、別の国民年金手帳記号番号が払い出された

形跡は見当たらない。 

また、申立人が納付したとする申立期間①及び②の国民年金保険料額、

納付時期等の記憶が曖昧
あいまい

であり、具体的な納付状況は不明である。 

さらに、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示

す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに保険料の納付をう



 

  

かがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に

判断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと

認めることはできない。 

 



 

  

埼玉国民年金 事案 2488 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 53 年３月から 61 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名  ： 男 

基礎年金番号  ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 33 年生 

    住    所  ：      

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 昭和 53 年３月から 61 年３月まで  

申立期間のころの国民年金保険料の徴収は、納税組合の徴収員が徴収

し、近所のＡ農協を経てＢ市役所へ納付していた。徴収員は自治会の班

単位での順番制になっており、私の家も当然、当番が回ってきて徴収員

をしたことがある。 

私の家では、父が家族単位でまとめて徴収員に納付していたと記憶し

ているので、申立期間が未納となっていることに納得できない。 

  

第３ 委員会の判断の理由 

     申立人は、申立人の父親が、家族の国民年金保険料をまとめて毎月納税

組合の徴収員に納付していたとしているが、申立期間のころの申立人の母

親の納付記録は前納となっていることから、国民年金保険料を家族で毎月

まとめて支払ったとする申立内容とは一致していない。 

また、申立人の国民年金手帳記号番号は、昭和 61 年６月ごろに払い出

されており、払出日からすると、59 年４月以前の国民年金保険料は時効

により納付することはできない上、別の国民年金手帳記号番号が払い出さ

れた形跡はうかがわれない。 

   さらに、申立人が、申立期間の国民年金保険料を納付したことを示す関

連資料(家計簿、確定申告書等)は無く、ほかに納付したことを示す周辺事

情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



 

  

埼玉国民年金 事案 2489 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 61 年６月から平成２年８月までの国民年金保険料につい

ては、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名  ： 女 

基礎年金番号  ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 36 年生 

    住    所  ：      

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 昭和 61 年６月から平成２年８月まで  

申立期間のころの国民年金保険料の徴収は、納税組合の徴収員が徴収

し、近所のＡ農協を経てＢ市役所へ納付していた。徴収員は自治会の班

単位での順番制になっており、私の家も当然、当番が回ってきて徴収員

をしたことがある。 

私の家では、義父が家族単位でまとめて徴収員に納付していたと記憶

しているので、申立期間が未納となっていることに納得できない。 

  

第３ 委員会の判断の理由 

     申立人は、申立人の義父が、家族の国民年金保険料をまとめて毎月納税

組合の徴収員に納付していたとしているが、申立期間のころの申立人の義

母の納付記録は、前納及び未納となっていることから、国民年金保険料を

家族で毎月まとめて支払ったとする申立内容とは一致していない。 

また、申立人の国民年金手帳記号番号は、平成４年２月ごろに払い出さ

れており、払出日からすると、元年 12 月以前の国民年金保険料は時効に

より納付することはできない上、別の国民年金手帳記号番号が払い出され

た形跡はうかがわれない。 

   さらに、申立人が、申立期間の国民年金保険料を納付したことを示す関

連資料(家計簿、確定申告書等)は無く、ほかに納付したことを示す周辺事

情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 

 



  

埼玉厚生年金 事案 1950 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 13 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 42 年４月から同年９月まで 

社会保険事務所の記録では、Ａ株式会社（現在は、Ｂ株式会社）に勤

務していた昭和 42 年４月から同年９月までの厚生年金保険被保険者記

録が無いとのことだが、健康保険、厚生年金保険、失業保険等の社会保

険にセットで加入していた記憶があるので、申立期間を厚生年金保険の

被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が、申立期間についてＡ株式会社に勤務していたことは、当時の

同僚二人が申立人を記憶していたと供述していることから、期間の特定は

できないものの、申立期間に同社で営業担当として勤務していたことがう

かがえる。 

   しかし、Ａ株式会社は、申立期間当時の従業員に関する賃金台帳等の資

料を保有していないことなどから、申立人の勤務実態や厚生年金保険料の

控除等について、確認できないとしている。 

また、当時の総務課長は、「同社では３か月から６か月の試用期間を設

けており、この間は社会保険に加入させず、保険料も控除していなかっ

た」との供述があった。 

さらに、申立人は当時の同僚４人の氏名を記憶しているが、申立人と同

職の営業担当３人についての厚生年金保険の被保険者記録は確認できない

上、一人は車両担当であるとのことだが、苗字のみの記憶しかないため特

定できなかった。 

加えて、社会保険事務所の同社に係る厚生年金保険被保険者名簿で申立

人の申立期間前後に資格を取得していることが確認できた７人の同僚に照



  

会したところ、４人は、入社日、退職日及び勤務した期間並びに厚生年金

保険料を控除されていた期間についての正確な記憶が無いとの回答であっ

た。また、３人のうち、一人は「１年ぐらい勤務したと記憶しているが、

同社での厚生年金保険被保険者記録は４か月であった。」、ほかの一人は

「９か月勤務したと記憶しているが、同社での厚生年金保険被保険者記録

は２か月であった。」、別の一人は「２年以上勤務したと記憶しているが、

同社での厚生年金保険被保険者記録は 13 か月となっていた。」と供述し

ている。 

このことから、同社において、採用後一定期間経過後に厚生年金保険の

加入手続を行うという取扱いがあったことが確認できる。 

また、社会保険事務所が保管する当該事業所の厚生年金保険被保険者名

簿において、申立人の名前は記載されておらず、健康保険の整理番号に欠

番は見当たらない。 

さらに、申立人に係る、申立期間のＡ株式会社における雇用保険の加入

記録は無い。 

加えて、申立人の申立期間の住所地であるＣ区では、国民健康保険加入

記録及び国民年金加入記録について資料の保存が無いため確認できない。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



  

埼玉厚生年金 事案 1951 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 38 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 昭和 62 年 10 月 21 日から 63 年１月 21 日まで 

    株式会社Ａに勤務していた期間のうち、昭和 62 年 10 月 21 日から 63

年１月 21 日までの期間について、厚生年金保険の加入記録が無い旨の

回答が社会保険事務所からあった。62 年 10 月 21 日から同社に勤務し、

入社後すぐに厚生年金保険に加入することを約束したことを記憶してい

るので、申立期間を厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の同僚の供述、当時の株式会社Ａの業務内容に関する申立人の申

立内容及び同僚の氏名の記憶から、期間の特定はできないものの、申立人

が申立期間において当該事業所に勤務していたことは推認できる。 

   しかしながら、当該事業主は、「当時社員を雇用してもすぐに辞めてし

まう状態が続いていたので、採用後３か月間は試用期間とし、この間は社

会保険の加入は行わない慣例だった。採用時本人に伝えてあり、採用する

すべての人に適用していたので申立人についても例外扱いはしていない。

保険料の控除もしていない。」と供述している。 

また、申立期間ごろに入社した３人の同僚は、入社２か月後または３か

月後に厚生年金保険に加入していることが認められ、入社時に試用期間に

関する説明を受けていたと供述していることから、申立人も、入社３か月

後の昭和 63 年１月 21 日に厚生年金保険に加入する旨の手続が行われたも

のと推認できる。 

   さらに、申立人の雇用保険の加入記録は厚生年金保険の記録と一致して

おり、「試用期間中は何も手続せず、試用期間後に雇用保険も厚生年金保

険も一緒に処理した」とする事業主の供述と一致する。 



  

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は無い。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



  

埼玉厚生年金 事案 1953 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日   ： 昭和 31 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 昭和 61 年９月１日から 62年３月 31日まで 

昭和 61 年９月１日に株式会社Ａに入社し、62 年３月 31 日までＢ支

店に勤務していたが、社会保険庁の記録では、この期間の厚生年金保険

の記録が抜けている。毎月の給料から厚生年金保険料を引かれていたは

ずであるから、厚生年金保険被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、株式会社Ａの人事管理システムの記録に昭和 61 年９月 29 日

入社、62 年８月 21 日退職と記録されている上、申立人の主張するとおり、

入社してから 62 年３月末まで同社Ｂ支店において勤務していたことが、

複数の同僚の供述により確認できる。 

一方、事業主が保管している健康保険厚生年金保険被保険者資格取得確

認および標準報酬決定通知書における申立人の被保険者資格取得日は、昭

和 62 年４月１日と記録されており、当該記録には訂正等の痕跡が認めら

れない上、社会保険庁の記録と一致していることが確認できる。 

また、事業主は、株式会社Ａにおける厚生年金保険の保険料は、翌月の

給与から控除していたと供述している上、当該事業所に勤務した従業者全

員の給与台帳を保存しているが、申立人に係る昭和 61 年 10 月分から 62

年４月分までの給与台帳には、給与から厚生年金保険料を控除した記録は

無く、申立人は厚生年金保険被保険者の資格取得前において、事業主によ

って給与から保険料を控除されていなかったことが確認できる。 

さらに、事業主は、厚生年金保険の取扱いについて、当時入社後２か月

間の研修期間を設けており、研修期間終了後に社員から必要書類の提出を

受け、書類が整った者から順次厚生年金保険に加入させていたと供述して



  

いるところ、申立人が、申立人より１か月早く入社したという同僚は、事

業所の人事管理システムの記録では入社日が昭和 61 年９月２日と記録さ

れているが、事業主の保管に係る前述の通知書の被保険者資格取得日は

62 年４月 15 日とされていること、申立人より１か月後に入社したという

同僚の入社日は 61 年 11 月４日、被保険者資格取得日は 62 年２月１日と

記録されていること、及び申立人と同じ同通知書に資格取得日が 62 年３

月 21 日と記載された４人の同僚については、事業所の人事管理システム

記録において、入社日が同年１月 10 日、同月 12 日、同月 13 日及び同月

21 日と記録されていることが確認できることから、当該事業所において

は、入社日から厚生年金保険の加入までに数か月を要していたものと認め

られる。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断する

と、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできな

い。 



  

埼玉厚生年金 事案 1954 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として、その主

張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていたことを認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日   ： 昭和 36 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 昭和 59 年 10月１日から 60年８月１日まで 

社会保険庁の記録では、株式会社Ａ（申立期間当時の社名は、Ｂ株式

会社）の総務部に在籍していた昭和 59 年 10 月から 60 年７月までの標

準報酬月額が、年々昇給していたのに前年より低い額となっているのは

納得できないので、調査して正しい額に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 55 年４月１日から平成 10 年８月 16 日まで株式会社Ａ

に勤務し、申立期間当時は総務部に在籍し、かつ、社員の昇給昇格等に関

わる業務に携わっていたところ、年々基準内賃金の増額がされていたにも

かかわらず、昭和 59 年 10 月に、標準報酬月額が 15 万円から 13 万 4,000

円に下がったことに疑問があると主張しているが、社会保険庁の記録では、

申立人が主張するとおり、申立期間前後の標準報酬月額が、58 年８月の

随時改定において 15 万円、59 年 10 月の定時決定において 13 万 4,000 円、

60 年８月の随時改定において 15 万円と記録されていることが確認できる。 

また、申立人は、株式会社Ａで作成した昭和 55 年４月１日から 61 年４

月１日まで毎年の基準内賃金等を記載した申立人に係る社内資料の写しを

提出しているが、当該資料の記載内容から、申立人が主張するとおり、申

立人の基準内賃金は年々増額されていたことが認められる。 

しかしながら、株式会社Ａが加入しているＣ年金基金の加入員台帳の記

録では、申立人の申立期間前後の標準報酬月額について、昭和 58 年８月

に月変 15 万円、59 年 10 月に算定 13 万 4,000 円、60 年８月に月変 15 万

円と記録されており、社会保険庁の記録と一致していることが確認できる。 



  

また、申立人の昭和 59 年 10 月における標準報酬月額の定時決定に係る

算定基礎届について、事業主は資料が保存されていないため不明としてい

るが、当時厚生年金保険事務等を担当していた複数の同僚が、算定基礎届

の資料は、コンピューターによって８部複写の連続用紙に出力印字したも

のが用いられ、出力後に標準報酬月額の随時改定対象者、定時決定対象者

等のチェックをした上で、当該事業所からＤ保険組合に８部とも提出し、

同健康保険組合かＣ年金基金を経て、社会保険事務所に提出された後、随

時改定又は定時決定が行われ、社会保険事務所から事業主に標準報酬月額

決定確認通知書が送付されていたと供述しているところ、申立人の申立期

間に係る標準報酬月額が、社会保険庁及Ｃ年金基金等の複数の組織におい

て、同一内容によって記録されていることから、事業主の届出どおりに記

録がされているものと認められる。 

さらに、申立人と同時期に入社し、申立期間当時に在職していた 22 人

のうち、昭和 59 年 10 月の定時決定において、申立人を含む８人が以前よ

り低い標準報酬月額に、７人が以前と同額の標準報酬月額に決定されてお

り、申立人の標準報酬月額の記録が特異な記録であると認められないこと、

及び社会保険事務所が保管している申立人に係る厚生年金保険被保険者原

票の記録に、以前より低い標準報酬月額が記録されているが、この記録内

容に訂正等の痕跡が認められないことから、同年 10 月の定時決定は、事

業主によって届出が行われた算定基礎資料に基づき、標準報酬月額が適法

に決定されたものと認められる。 

加えて、申立人が提出した社内資料に記載されたＥについては、複数の

同僚が、かつて株式会社Ａの実績型職能資格制度の中でＥという名称が使

用されていたが、昭和 59 年４月に制度の一部改正が行われて使用しなく

なり、併せてこのときに給与体系に変化があったとしている。 

なお、事業主は、当時の給与体系変更の資料や算定基礎資料等は、既に

廃棄されており保存していないと回答している。 

このほか、申立てに係る事実を確認できる関連資料及び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として、その主張す

る標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことを認めることはできない。 



  

埼玉厚生年金 事案 1962 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 34 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ：  平成 17 年５月 16 日から同年 10 月１日まで 

Ａ会には、平成 17 年３月から 18 年１月まで勤務したのに、申立期間

が厚生年金保険の加入期間となっていない。申立期間も継続して同法人

に勤務しており、厚生年金保険料が控除されていたので、被保険者であ

ったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間においてＡ会に勤務し、厚生年金保険被保険者であ

ったと主張しているが、同法人が保管する申立人に係る関連資料によると、

ⅰ）賃金台帳では、申立期間に係る厚生年金保険料が給与から控除されて

いないこと、ⅱ）労働契約書では、同法人との間において平成 17 年５月

16 日付けで勤務日数について、従前の「週４日又は５日勤務」を「週２

日又は３日勤務」に変更する旨の契約が締結されていること、ⅲ）健康保

険厚生年金保険資格喪失届及び社会保険庁の記録では、同年５月 18 日付

けで同法人が社会保険事務所に対して申立人の健康保険証を返還し、申立

人の被保険者資格が同年５月 16 日付け喪失した旨の届を提出しているこ

と、などが確認できることから、申立人は申立期間において厚生年金保険

被保険者であったとは認められない。 

また、雇用保険の被保険者記録において、申立期間に係る申立人の雇用

保険加入の記録は存在しない。 

なお、社会保険庁の記録により、平成 17 年６月 14 日付けで申立人はそ

の夫の健康保険の被扶養者となり、国民年金の第３号被保険者となってい

ることが確認できる。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料、周辺事情を総合的に判



  

断すると、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年

金保険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはでき

ない。 



  

埼玉厚生年金 事案 1964 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は申立期間について、厚生年金保険被保険者としてその主張する

標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和 19 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 16 年 10 月１日から 18 年２月１日まで 

有限会社Ａに勤務していた当時の平均月収は、23 万 2,290 円であっ

たにもかかわらず、社会保険事務所の標準報酬月額が 13 万 4,000 円と

なっているので、申立期間の標準報酬月額を給与の支給額に見合う額に

訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人から提出のあった平成 16 年分及び 17 年分給与所得の源泉徴収票

のうち、当該事業所における１年間の給与支払期間となる 17 年分の給与

所得の源泉徴収票に記載されている社会保険料等の金額を検証したところ、

社会保険庁に記録のある標準報酬月額に基づいて算出した年間保険料額以

下の額であり、申立人が給与控除された社会保険料控除額に相当する標準

報酬月額を確認することができなかった。 

   また、当該事業主は、事業所の給与体系が固定給部分と歩合給部分から

成っているところ、社会保険料の届出及び給与控除額は、固定給部分のみ

に相当する額であるとしているとともに、今後、給与支給総額にかかる厚

生年金保険料を納付するつもりはないと回答している。 

   さらに、Ｂ社会保険事務所から提出のあった、平成 16 年 10 月１日付け

健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届出及び健康保険厚生年金保険報

酬月額算定基礎届出に係る平成 17 年９月１日付け決定から、有限会社Ａ

が申立期間について、13 万 4,000 円の届出を行ったことが確認できる。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は無い。 



  

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断する

と、申立期間について、申立人がその主張する標準報酬月額に基づく厚

生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはで

きない。 



  

埼玉厚生年金 事案 1966 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和２年生 

    住    所 ：  

   

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 22 年中ごろから 23 年 12 月１日まで 

    厚生年金保険の加入期間が昭和 21 年５月から 23 年 12 月まで空白と

なっている。自分は 22 年中ごろに上京し、株式会社Ａの社員寮に入寮

した。その後、少し落ち着いた 23 年４月に自動車運転免許も取得した。 

    現在、受給している年金のうち、昭和 23 年 12 月１日から 24 年４月

１日の加入期間は株式会社Ａでのものと思われるが、もっと前から勤務

していたのだから事実と相違している。 

    昭和 22 年中ごろから 23 年 12 月１日までの加入記録を回復してほし

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

同僚の供述から、入社日の特定はできないものの、申立人は、申立期

間当時、株式会社ＡのＢ出張所において勤務していたことは推認される。 

しかしながら、同僚照会は 10 人中９人が文書又は電話にて回答してき

たものの、申立期間について保険料控除が認められる事実や供述は得ら

れなかった。 

また、申立人は申立期間中Ｃ以外の勤務地へ派遣されたことは無く、

マイクロ検索による職歴審査照会にも該当するものは無かった。 

さらに、事業所照会において、Ａは、「申立人の名前が名簿に無く、

記録が見つからないため、すべて不明。」と回答している。         

加えて、Ｄ社会保険事務局の調査によると、株式会社ＡのＢ出張所の

新規適用日が昭和 23 年 12 月１日であることが「事業所記号順索引簿」

に記載されている。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断する



  

と、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできな

い。 



  

埼玉厚生年金 事案 1967 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和 17 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 39 年４月ごろから 40 年３月ごろまで 

Ａ株式会社（現在は、Ｂ株式会社）に昭和 39 年４月ころ職安の紹介

で入社した。場所はＣ町の地下鉄工事の現場事務所で、事務所には男

性が３人、女性が４人いて、上司はＤさん、Ｅさん、Ｆさん、仕事は

経理補助だった。病院名は覚えていないが、健康保険証で医者にかか

った記憶がある。記録を調べて、訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ株式会社の当時の上司や同僚の供述から、期間の特定はできないも

のの、申立人が申立期間において、Ａ株式会社のＣ町の現場事務所に勤

務していたことが推認できる。 

しかしながら、Ｂ株式会社は、「申立人は当時工事現場等で直営労務

又は臨時雇事務員であったと思われ、現場ごとに雇用契約及び社会保険

料の徴収を行っていたため、記録は現存しない。」と回答し、社会保険

事務所の同社の厚生年金保険被保険者名簿にも、申立人の氏名は無く、

健康保険整理番号の番号に欠番は無い。 

また、当時の上司は、「申立人に厚生年金保険の加入をすすめたが、

加入しなかった。」と供述している。 

さらに、当時の複数の同僚は、現場採用の場合一定期間厚生年金保険

には加入させていなかったと回答している。 

加えて、申立人は、健康保険証で医者にかかった記憶があるとするが、

病院名は記憶しておらず、これを確認できる関連資料及び周辺事情は見

当たらない。 

このほか、申立てに係る事実をうかがわせる関連資料及び周辺事情は



  

無い。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断する

と、申立人が厚生年金保険の被保険者として申立期間に係る厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできな

い。 



  

埼玉厚生年金 事案 1968 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 大正 13 年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 21 年９月から 22 年８月１日まで 

② 昭和 22 年 11 月１日から 23 年 11 月まで 

③ 昭和 26 年８月から 27 年９月 15 日まで 

厚生年金保険の加入状況を社会保険事務所に照会したところ、Ａ株式

会社Ｂ支社に勤務した期間のうち、申立期間①及び②の加入記録が無く、

また、Ｃ株式会社に勤務した期間のうち、申立期間③の加入記録が無い

とのことであった。Ａ株式会社には昭和 21 年９月から 23 年 11 月まで、

Ｃ株式会社には 26 年８月からそれぞれ継続して勤務していたはずなの

で、申立期間も厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間①及び②について、申立人は昭和 31 年 10 月に他事業所に就

職する際に作成したとする履歴書の記載内容等から、Ａ株式会社Ｂ支社

には 21 年９月から 23 年 11 月まで勤務していたとしている。 

    しかしながら、当時の事業主は既に亡くなっている上、Ａ株式会社の

承継企業であるＤ株式会社では、当時の資料が無く、申立人の在籍期間

や厚生年金保険加入状況については不明であるとしている。 

    また、申立人が記憶している当時の上司及び同僚はいずれも故人又は

連絡先不明となっていることから、社会保険事務所が保管するＡ株式会

社Ｂ支社の厚生年金保険被保険者名簿から申立期間①及び②の期間に被

保険者であったことが確認できる同僚に照会したところ、８人中二人が

申立人のことを記憶していたものの、勤務期間や事業主による保険料控

除等、申立てに係る事実を確認できる関連資料及び周辺事情は得られな

かった。 



  

    さらに、申立人と資格取得が同一日である他の二人は、入社時から１

年余の間、加入記録が無い旨回答し、うち一人は「会社が加入手続をし

ていなかったのではないか。」としているほか、申立人が自分の在籍中

に他社に転出したとする同僚（故人）についても、転出先での加入記録

はあるものの、Ａ株式会社Ｂ支社での加入記録が確認できないことから、

当時、同支社では従業員の厚生年金保険への加入について何らかの区別

があったことがうかがわれる。 

    加えて、申立人が昭和 31 年 10 月に再交付を受けたとする厚生年金保

険被保険者証には、資格取得日が 22 年８月１日と記載されている。 

     

  ２ 申立期間③については、申立人は、前述の履歴書記載内容等から、Ｃ

株式会社に入社したのは昭和 26 年８月であり、同社を退職するまで継

続して勤務していたとしている。 

    しかしながら、同社の承継企業であるＥ株式会社の労務管理業務委託

先であるＦ所では、当時の資料が無く、申立人の在籍期間や厚生年金保

険加入状況については不明であるとしている。 

    また、同僚照会では、申立人が氏名を記憶し、連絡先が特定できた同

僚一人が唯一、申立人のことを記憶していたが、同人のＣ株式会社にお

ける厚生年金保険の資格取得が申立人とほぼ同時期であることから、申

立人の入社時期等、申立てに係る事実を確認できる供述は得られなかっ

たほか、同社における資格取得及び資格喪失が申立期間③内で、その供

述内容から職場が申立人と同一であったと推認できる同僚は、申立人の

ことを記憶していなかった。 

    さらに、申立人が同期に入社したとする同僚（故人）は、社会保険事

務所が保管する同社の厚生年金保険被保険者名簿により、申立人と同じ

昭和 27 年９月 15 日に資格を取得していることが確認できる上、同人に

は 23 年 12 月から 27 年６月まで他事業所における加入記録があること

が社会保険庁のオンライン記録で確認できることから、入社時期を 26

年８月とする主張は申立人の記憶違いによるものとみられる。 

    加えて、当該被保険者名簿には、上記以外に申立人の氏名の記載が無

く、申立期間の前後の期間を通じて健康保険の番号に欠番も無い。 

   

  ３ そのほか、申立人のすべての申立期間に係る厚生年金保険料の各事業

主による控除については、申立人に具体的な記憶が無く、当該控除を確

認できる関連資料及び周辺事情は無い。 

 

４ これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断す

ると、申立人が厚生年金保険被保険者として、すべての申立期間に係



  

る厚生年金保険料を各事業主により給与から控除されていたと認める

ことはできない。 



  

埼玉厚生年金 事案 1972 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認める

ことはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年  月 日 ： 昭和 17 年生 

住        所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立  期 間 ： ① 昭和 37年 11月 10日から 42年 11月 13日まで  

         ② 昭和 42年 12月 11日から 45年７月 21日まで  

平成 18 年９月に年金を受給するまでの準備期間として自分の年金記

録を確認するため、Ａを訪れ、自分の年金記録を調べてもらったら、申

立期間①及び②については脱退手当金として支給されていることを初め

て知った。私は、脱退手当金制度があることは知らなかったし、自分で

請求したことも受給したことも無いので、その後、何度もＢ社会保険事

務所に相談に行ったが、不誠実な対応で何も進展しなかった。昨今、テ

レビで「脱退手当金を不正受給している企業があること」が報じられ社

会問題になっている。私の申立期間の厚生年金保険記録を訂正してほし

い。 

  

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険庁が保管している申立人の「厚生年金保険脱退手当金支給報告

書」及び「脱退手当金受付簿」に記載されている内容は、申立期間①及び

②の脱退手当金を支給したとするオンライン記録の支給対象期間、支給額

及び支給決定日と一致している上、同受付簿には、郵便局等窓口において

脱退手当金を支払ったことを示す「会計 45.10.30」の日付印が押されて

いる。 

また、申立人の被保険者名簿には脱退手当金の支給を意味する「脱」の

表示があるとともに、脱退手当金が３か月以内に支給されているなど、一

連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

さらに、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手

 



  

当金を受給していないことを疑わせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申

立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

 

 



  

埼玉厚生年金 事案 1973 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年  月 日 ： 昭和 12 年生 

住        所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 29 年７月１日から 33 年７月１日まで 

株式会社Ａ（後に、(有)Ｂに社名変更）に昭和 29 年７月１日に入社

して 37 年９月 26 日までＣとして勤務していた。ところが社会保険庁の

記録では、厚生年金保険の資格取得日が 33 年７月１日となっており約

４年間の記録が欠落している。同時期に入社した同僚は 31 年８月に資

格取得しているので、調べて申立期間を厚生年金保険の加入期間と認め

てほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は申立期間において株式会社Ａに勤務していたことが、当時の同

僚の供述により推認できるものの、連絡の取れた同僚は、いずれもが「申

立人が申立期間に厚生年金保険に加入していたかは不明である」と供述し

ている上、申立人の挙げた同僚の資格取得日は、入社から約２年後となっ

ているほか、他の同僚の資格取得日についても、短い人で入社から３月後、

長い人で４年後となっている。 

また、株式会社Ａを管轄するＤ法務局は、「同社は昭和 60 年以前に閉

鎖しており、会社登記簿謄本は廃棄して無い」としており、事業主に照会

することができず、申立人の申立期間における厚生年金保険への加入状況

について確認することができない。 

さらに、社会保険事務所が保管する株式会社Ａに係る健康保険厚生年金

保険被保険者名簿によると、申立期間における健康保険番号は連番であり

追加及び欠番は無い上、昭和 33 年７月１日付けで資格取得した者が申立

人を含めて 68 人いることが確認できる。 

加えて、申立人が申立期間に係る厚生年金保険料を給与から控除されて



  

いた事実を確認できる給与明細書等の資料も無い。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



  

埼玉厚生年金 事案 1974 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、労働者年金保険（現在は、厚生年金保

険）の被保険者であったと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男（死亡） 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正６年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 17 年７月１日から 19 年 10 月１日まで 

   昭和 13 年４月１日から 46 年 10 月 31 日までＡ株式会社に継続して

勤務していたが、申立期間については、厚生年金保険被保険者期間か

ら抜けているので、記録を訂正してほしい。 

    （注）申立ては、死亡した申立人の妻が、申立人の年金記録の訂正を

求めて行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ株式会社から提出された在籍証明書及び厚生年金・健康保険台帳に

より、申立人は申立期間において同社に勤務していたことが確認できる。 

しかし、昭和 17 年６月施行の労働者年金保険法は、19 年 10 月に厚生

年金保険法が施行されるまでは、工場や炭鉱で働く男性の肉体労働者の

みを対象としていたところ、Ａ株式会社の厚生年金・健康保険台帳によ

ると、申立人は申立期間当時、同社の営業係との記載がある上、同僚は

「申立人は、私と同じ設計関係の仕事をしていた先輩である。」と供述

していることから、申立人は申立期間において労働者年金保険の被保険

者となるための要件を満たしていなかったものと認められる。 

また、申立人の申立期間のうち、昭和 19 年６月１日から同年 10 月１

日までの期間については、厚生年金保険法では、19 年６月１日から同年

９月 30 日までは、同法の適用準備期間（年金額の算定の対象とはならな

い期間）であることから、申立人は、厚生年金保険の被保険者期間とは

なり得ない期間である。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断する

と､申立人が、申立期間において、労働者年金保険の被保険者であったと

認めることはできない。 



  

埼玉厚生年金 事案 1975 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 19 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： ① 昭和 38 年ごろから 41 年ごろまで 

               （有限会社Ａ） 

             ② 昭和 45 年ごろから 46 年ごろまで 

               （有限会社Ｂ） 

             ③ 昭和 46 年ごろ 

               （有限会社Ｃ） 

             ④ 不明 

               （Ｄ店） 

             ⑤ 不明 

               （株式会社Ｅ） 

             ⑥ 不明 

               （株式会社Ｆ） 

    社会保険庁の記録では、勤務していた有限会社Ａ、有限会社Ｂ、有限

会社Ｃ、Ｄ店、株式会社Ｅ及び株式会社Ｆのいずれも厚生年金保険被

保険者期間が欠落しているので、記録の訂正をしてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立人は、申立期間①、④、⑤及び⑥について、Ｇとして勤務してい

たとしているが、社会保険庁の記録から有限会社Ａ、Ｄ店、株式会社Ｅ

及び株式会社Ｆは厚生年金保険の適用事業所として確認することができ

ないため、同僚等から当時の状況を聴取することができない。 

    また、有限会社Ａ、Ｄ店、株式会社Ｅ及び株式会社Ｆの所在地を管轄

する各々の法務局の商業登記簿においても当該事業所は確認できず、そ

のほかの手段を講じてもこれらの事業所を特定することができず、各事



  

業主に対する調査を行うことができないことから、各申立期間における

勤務実態及び厚生年金保険料の控除について確認することができない。 

 

  ２ 申立期間②について、社会保険庁の記録では、有限会社Ｂは厚生年金

保険の適用事業所となっていない上、申立人は「従業員は事業主の家族

以外は自分のみであった」としていることから、当該事業所は厚生年金

保険の適用事業所の要件には該当していなかったものと認められる。 

また、当該事業所を管轄する法務局では、法人登記がなされていない

ことから法人格を有しない個人経営の事業所であると推測されるとして

いる上、事業主は、「申立人は昭和 47 年ごろから約１年間勤務してい

たが、厚生年金保険には加入しておらず、給与から保険料も控除してい

なかった」としている。 

 

３ 申立期間③について、申立人がＧとして勤務していたとする有限会社

Ｃは、厚生年金保険の適用事業所とはなっているものの、社会保険事務

所が保管する厚生年金保険被保険者原票には申立人の記録は見当たらず、

同僚は、「Ｈには、そのような者はいなかった。」と供述しており、申

立人の勤務を確認できない。 

    また、事業主によると、業務の繁忙期に臨時的かつ短期的な雇用とし

て、厚生年金保険の加入には適用除外としていた者も複数人いたとして

いる。 

 

  ４ 申立人は、申立期間①から⑥までに係る事業所における勤務期間が明

確ではなく、自身の姓を変更しているとするものの記憶が明確でない上、

戸籍においても確認できないことから、氏名検索等による年金記録の確

認も困難である上、各申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による控

除について確認できる関連資料や周辺事情も無い。 

    また、申立人の現在の姓及び婚姻による過去の４つの姓に基づく雇用

保険の被保険者記録は無い。 

 

  ５ これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、すべての申立期間に係る厚生年

金保険料を各事業主により給与から控除されていたと認めることはでき

ない。 



  

埼玉厚生年金 事案 1981 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

  氏    名 ： 男  

  基礎年金番号 ：  

  生 年 月 日 ： 昭和 40 年生 

  住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

  申 立 期 間 ： 昭和 60 年９月 27 日から 61 年 10 月 15 日まで 

  申立期間は、Ａ株式会社に勤務し厚生年金保険料も控除されていた

ので、申立期間を厚生年金保険被保険者として認めてほしい。         

 

第３ 委員会の判断の理由  

申立人のＡ株式会社における仕事内容についての具体的な供述により、

期間の特定はできないものの、申立人が同社に勤務していたことはうか

がえる。 

しかしながら、社会保険事務所が保管する事業所記号払出簿にＡ株式

会社の名称は無い上、商業登記簿上も同事業者名では記録が無いことか

ら、申立てに係る事業所を特定することはできない。 

なお、社会保険庁のオンライン記録によると、申立期間に申立事業所

と同じ名称の適用事業所が２社認められたが、申立人は申立事業者では

ないとしており、社会保険事務所が保管する両社に係る厚生年金保険被

保険者原票の申立期間に申立人の氏名は確認できない。 

また、申立人は、Ａ株式会社の事業主及び同僚の氏名を覚えておらず、

上記のとおり申立事業所を特定することもできないことから、事業主及

び同僚に申立人の勤務実態及び厚生年金保険料の控除について確認する

ことができなかった。 

さらに、申立人が申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与

から控除されていた事実を確認できる給与明細書等の資料も無い。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について

確認できる関連資料及び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断する

と、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



  

埼玉厚生年金 事案 1983（事案 616 の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和６年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： ① 昭和 25 年５月１日から同年８月 10 日まで 

              （Ａ株式会社） 

             ② 昭和 26 年 10 月１日から 39 年６月 16 日まで 

              （Ｂ社） 

    平成 19 年８月に社会保険事務所で年金記録を確認したところ、申立

期間については、脱退手当金を受給していると回答があった。私は脱

退手当金については全く受けていない。厚生年金保険被保険者証につ

いても見たことが無い。申立期間を厚生年金保険被保険者期間と認め

てほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間に係る申立てについては、申立人の脱退手当金の支給額はＡ株

式会社及びＢ社の被保険者期間を合算した期間を元に計算された額であり、

計算上の誤りは無いなど、一連の事務処理に不自然さはうかがえない上、

申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手当金を受給

していないことをうかがわせる事情は見当たらないことを理由として、既

に当委員会の決定に基づく平成 21 年２月 20 日付け年金記録の訂正は必要

でないとする通知が行われている。 

   申立人は、切迫流産で入院中にＢ社を辞めさせられたので、脱退手当金

のことは全く知らず、厚生年金保険被保険者証も見たことが無いと、前回

の申立てと同じ内容を改めて主張するが、これは委員会の当初の決定を変

更すべき新たな事情とは認められず、その他に委員会の当初の決定を変更

すべき新たな事情は見当たらないことから、申立人は、申立期間に係る脱

退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



  

   なお、今回の調査では、Ｂ社において申立人が資格喪失した昭和 39 年

６月以前に資格取得し、脱退手当金の受給資格のある同僚女性について、

脱退手当金の受給の有無を確認したが、大半の者が受給していることが確

認できるとともに、新たにＢ社の申立期間当時の社会保険事務の複数の担

当者から聴取を行ったところ、退職者には脱退手当金制度の説明を行い、

厚生年金保険被保険者証を手交した上で、脱退手当金の請求は退職者自ら

の判断に任せていたとの供述を得た。 

   また、申立人は、Ｂ社を入院中に辞めさせられたと述べているが、当時

の人事担当者及び複数の同僚女性から、結婚や妊娠等を理由に一方的に解

雇されることは考え難いとの供述を得たとともに、同社の人事記録には依

願退職である記録が確認できる。 

 



  

埼玉厚生年金 事案 1984 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和18年生 

    住 所 ：  

     

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和36年３月16日から39年１月14日まで 

    平成15年９月ごろに年金を受給しようと思い、社会保険事務所へ出向

いた際、申立期間の厚生年金保険については脱退手当金を支給済みとの

説明を受けた。しかしながら、どう考えても自分では受給した記憶が無

いので納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の健康保険厚生年金保険被保険者原票には脱退手当金の支給を示

す「脱」の押印がある上、申立期間の脱退手当金は支給額に計算上の誤り

は無く、申立期間に係る厚生年金保険被保険者資格喪失日から約１か月後

の昭和 39 年２月 12 日に支給決定されているなど、一連の事務処理に不自

然さはうかがえない。 

   また、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手当

金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

 これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期

間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



  

埼玉厚生年金 事案 1985 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和23年生 

    住 所 ：  

     

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： ① 昭和41年３月15日から42年５月１日まで 

（Ａ株式会社） 

             ② 昭和42年６月12日から43年６月１日まで 

（Ｂ株式会社） 

             ③ 昭和43年７月16日から44年10月21日まで 

（Ｃ株式会社） 

    脱退手当金の請求をした記憶が全く無い。それにもかかわらず支給し

た記録になっているのは納得できない。退職した後に、自宅の住所を教

えたこともなければ通帳も作ったこともない。どのように支給したのか

説明してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の厚生年金保険被保険者名簿には、脱退手当金の支給を意味する

表示が記されているとともに、脱退手当金の支給額に計算上の誤りは無く、

申立期間に係る厚生年金保険被保険者資格喪失日から約３か月後の昭和

45 年１月 16 日に支給決定されているなど、一連の事務処理に不自然さは

うかがえない。 

また、脱退手当金を請求する場合、その請求以前の厚生年金保険の被保

険者期間のすべてを対象として請求するものとされているところ、昭和42

年５月１日から同年６月11日までのＤ株式会社に係る脱退手当金の支給対

象期間となっていないが、同期間は１か月と短く、申立人の脱退手当金が

支給されたとされる昭和45年１月から約４年前であるため、同期間の請求

を失念したことも十分考えられる。 

   さらに、申立人に聴取しても、請求・受給した記憶が無いというほかに



  

脱退手当金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

   これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申

立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



  

埼玉厚生年金 事案 1986 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和４年生 

    住 所 ：  

     

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 昭和 23 年６月１日から 28 年６月１日まで 

    Ａ社Ｂ支店（現在は、Ｃ社Ｄ支社）を退職後、Ｅ会に再就職した。こ

のときに厚生年金保険の手帳番号を新しいものにしてもらった。当時は

年金に関する知識が乏しく、特に意識はしなかった。Ｅ会退職後しばら

くしてＦ会（現在は、Ｇ会）に再就職した。Ｆ会は、Ｅ会が組織変更を

行ったもので、再就職した際の手帳番号は指導農協連合会に就職したと

きのものと同じだった。 

    Ｆ会を退職した際に脱退手当金を請求したことは間違いないが、Ａ社

Ｂ支店の分は請求していない。Ａ社Ｂ支店とＦ会は手帳番号が異なって

いる。私は手番統合もしたこともなければ、教えたこともない。Ａ社Ｂ

支店については、絶対にもらっていないのに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、脱退手当金を請求したとしているＥ会（以下、「Ｅ会」とい

う。）及びＥ会退職後に再就職したＦ会（以下、「Ｆ会」という。）は、

同一の厚生年金被保険者台帳記号番号であるが、申立期間であるＡ社Ｂ支

店（以下、「Ｈ」という。）とは別の厚生年金被保険者台帳記号番号であ

り、脱退手当金の請求時点では番号の重複取消もしていないのに、Ｇの被

保険者期間が脱退手当金の請求済みとなっているのはおかしい旨を申し立

てている。 

   しかし、Ｅ会の健康保険厚生年金保険被保険者名簿によれば申立人がＥ

会に在籍中の昭和29年３月６日に重複取消処理が行われ、Ｈで払い出され

た厚生年金被保険者手帳番号に統合されていることが確認できる。 

また、Ｅ会とＦ会の被保険者名簿及び申立人の厚生年金保険被保険者台



  

帳により、Ｆ会で被保険者資格を取得した際の厚生年金被保険者台帳記号

番号は、Ｈで払い出されたものと同一であることが確認できる。 

   さらに、申立人は脱退手当金を請求したとしているＥ会とＦ会の記号番

号を名寄せによりＨの被保険者台帳記号番号に統合したことが原因で申立

期間が脱退手当金の支給済み対象期間とされたのではないかとしているが、

前述した理由により脱退手当金が支給決定された昭和 33 年２月時点にお

いて、申立期間も含めて手続がなされたと考えるのが自然である。 

   このほか、申立人から聴取しても、請求・受給した記憶が無いというほ

かに脱退手当金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

   これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申

立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

 



  

埼玉厚生年金 事案 1990 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年  月 日 ： 昭和 24 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成４年２月 17 日から同年３月１日まで 

平成４年２月 17 日に株式会社Ａに入社したが、厚生年金保険の資格

取得日が平成４年３月２日と違いがある。申立期間について厚生年金保

険被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

 平成４年の給与所得の源泉徴収票から、申立人が４年２月17日に株式会

社Ａに入社したことが推認できる。 

しかし、源泉徴収票からは、申立期間に係る厚生年金保険料が控除され

ている事実を確認できない。 

また、雇用保険被保険者記録では、申立人の資格取得日が、平成４年３

月16日となっている。 

さらに、申立人は申立期間について、事業主により給与から厚生年金保

険料を控除されていた具体的な記憶が無く、申立期間に係る厚生年金保険

料を控除されていたことを確認できる給与明細書等の資料も無い。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



  

埼玉厚生年金 事案 1991 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和３年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 31 年７月５日から 33 年８月１日まで 

② 昭和 38年 12月 30日から 39年 11月１日まで  

 私は、昭和 31 年７月５日から 33 年８月１日までの期間及び 38 年

12 月 30 日から 39 年 11 月１日までの期間、いずれも株式会社Ａに勤

めていた。この期間、厚生年金保険に加入していたことを認めてほし

い。私は職を何度も替えたがいずれも短期間で次の就職をしており、

これほど長い期間仕事に就かなかったことはない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間①について、社会保険事務所が保管する株式会社Ａの厚生年

金保険被保険者名簿において、申立人が申立人とほぼ同時期に入社した

他の二人とともに昭和 32 年３月に資格を取得した記録が確認できるが、

当該取得記録は同月中に取り消され、改めて 33 年８月１日に資格を取

得した記録とされている。 

また、この間、ほぼ同時期に入社した同僚によれば、「当時、申立人

は独身で暮らして体調を崩すことが多く、休みながら出てくるような状

態ではなかったか。」と供述していることから、時期は不明ながら当時

当該事業所に勤務形態等は不明ではあるものの、勤務していたことはう

かがわれる。 

しかし、申立人は経理係として勤務していたと申し立てているところ、

昭和 32 年７月まで経理を担当していた元従業員は申立人について覚え

がないとしている。 

さらに、昭和 32 年２月以前の期間については、複数の元従業員が申

立人については勤務していなかったと供述している。 



  

 

２ 申立期間②について、申立人は株式会社Ａが２度目の事務所移転をし

た後のＢ地の事務所に入社したと申し立てており、当時の複数の同僚

もＢ地の事務所に入社してきたと供述している。 

しかしながら、Ｂ地の事務所への移転は申立期間②内の昭和 39 年５

月から同年 10 月までの間であったとの供述があり、当該期間に移転に

従事した従業員及び 39 年８月まで経理を担当していた従業員は申立人

に覚えがないとしている。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除につい

て確認できる関連資料及び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断する

と、申立人が厚生年金保険被保険者として両申立期間に係る厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはで

きない。 



  

埼玉厚生年金 事案 1999 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 26 年生 

    住    所 ：  

              

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 59 年４月１日から 61 年４月１日まで 

    昭和 59 年４月１日から 61 年９月 21 日までＡ会において経理業務に

就き継続勤務していたが、社会保険庁の記録によると、59 年４月１日

から 61 年４月１日までの２年間について厚生年金保険の加入記録が欠

如している。この期間について厚生年金保険の被保険者期間として認め

てほしい。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

   雇用保険の加入記録によれば、申立人の雇用保険に係る被保険者資格取

得日は昭和 60 年４月 22 日、喪失日は 61 年９月 21 日であること、及び

60 年 10 月ごろに同じ職場に就職した同僚は、就職時に申立人は既に在職

していたと供述していることから、申立人は 61 年４月１日以前から、Ａ

会に勤務していたことがうかがえる。 

  しかし、同事業所は現存しており、現事業主の供述によれば、申立人に

係る記録は保存しておらず、同事業所の調査において、申立人の勤務期間

は社会保険庁の記録と同じ昭和 61 年４月１日から同年９月 21 日までであ

り、申立期間については、同事業所に勤務していないと回答している。 

また、前述した同僚は、同事業所においては、入社後直ちに厚生年金保

険への加入をさせず、当該同僚の厚生年金保険被保険者資格の取得日は入

社から６か月後の昭和 61 年４月１日であり、それまでの期間については

保険料の控除はなかったと供述しており、その他複数の同僚も、厚生年金

保険被保険者資格の取得日は、入社日と同日ではなかったと供述している。 

さらに、社会保険庁の記録により、申立人は申立期間において国民年金



  

に加入し、申立期間のすべてについて保険料を納付していることが確認で

きる。 

加えて、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除さ

れていたことを確認できる給与明細書等の資料が無い。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 



  

埼玉厚生年金 事案 2000 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る厚生年金保険の標準報酬月額の記録について

は、訂正を認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18 年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成４年１月１日から同年 12 月 31 日まで 

社会保険庁の記録によると、平成４年１月１日から同年12月までさか

のぼって標準報酬月額が50万円から８万円に引き下げられているが、私

自身は月額変更届及び資格喪失届を作成した記憶が無く、このような処

理が行われていることに納得できない。標準報酬月額を元の額に戻して

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険事務所の記録では、申立人が代表取締役を務めていた株式会

社Ａは、平成４年 12 月 31 日において倒産のため、厚生年金保険の適用

事業所に該当しなくなっているところ、申立人の標準報酬月額は同日以

降の５年１月 11 日付けで、４年１月から同年 12 月までの 12 か月間を

50 万円から８万円に訂正されていることが確認できる。 

このことに関し、申立人は「社会保険事務所職員の来訪時に、厚生年

金保険料の滞納の解消を図るため、標準報酬月額を引き下げる方法があ

る旨の説明を聞いたものの、月額変更届、資格喪失届の作成及び手続に

ついては行っていない。」と供述している。しかし、同社取締役である

事業主の妻は、「申立人から、来訪した社会保険事務所職員が提示した

書類に押印したと聞いた。」と供述していることから、代表取締役であ

る申立人が標準報酬月額の遡及
そきゅう

訂正について事実上同意したことがうか

がえる。なお、Ｂ社会保険事務局は、当時の関係書類について、保存期

限経過により保管されていないとしている。 

さらに、同社のほかの取締役はすべて亡くなっており、同僚も一人し



  

かおらず、具体的な供述を得ることができなかったため、申立期間当時

における、同社の状況を把握することができなかった。 

これらの事情を総合的に判断すると、会社の業務を執行する責任を負

っている代表取締役である申立人が、自ら標準報酬月額の減額処理に関

与しながら、当該減額処理が有効なものではないと主張することは信義

則上妥当でなく、申立人の申立期間における、厚生年金保険の標準報酬

月額の記録に係る訂正を認めることはできない。 



  

埼玉厚生年金 事案 2001 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間における厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録に

ついては、訂正を認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年  月 日 ： 昭和５年生 

住        所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立  期 間 ： 平成４年６月１日から６年６月 30 日まで 

社会保険庁からの連絡により、Ａ株式会社における平成４年６月から

６年５月までの期間の厚生年金保険料の標準報酬月額が、同年７月７日

付けで当時の報酬月額に見合わない金額に訂正されているので、申立期

間の標準報酬月額を正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険庁の記録によると、Ａ株式会社は平成６年６月 30 日に厚生年

金保険の適用事業所ではなくなっているが、申立人の申立期間に係る標準

報酬月額については、適用事業所ではなくなった後の同年７月７日付けで、

４年６月から６年５月までの 24 か月間を 53 万円から８万円に遡及
そきゅう

して減

額訂正処理されていることが確認できる。 

しかしながら、Ａ株式会社の商業登記簿謄本及び社会保険事務所の厚生

年金保険適用事業所の記録により、申立人は申立期間当時、Ａ株式会社の

代表取締役であったことが確認できる。 

さらに、同事業所は一時期、社会保険料の支払を滞納しており、申立人

は、この滞納保険料について社会保険事務所に相談したとしている。 

加えて、従業員の一人は、申立人から標準報酬の引下げを行った旨の説

明を受けたと供述しており、申立人が標準報酬月額の減額訂正に関与して

いなかったとは考え難い。 

これらの事情を総合的に判断すると、会社の業務を執行する責任を負っ

ている代表取締役である申立人が、会社の業務としてなされた当該行為に

ついては責任を負うべきであり、自ら標準報酬月額の減額処理に関与しな



  

がら当該減額処理が有効なものではないと主張することは信義則上妥当で

なく、申立期間における、厚生年金保険の標準報酬月額の記録に係る訂正

を認めることはできない。 



  

埼玉厚生年金 事案 2002 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年  月 日 ： 昭和 25 年生 

    住        所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立  期 間 ： ① 昭和 61 年２月 20 日から 63 年１月１日まで 

             ② 平成 10 年 10 月 12 日から 11 年２月 21 日まで 

             ③ 平成 18 年８月 16 日から同年 10 月 11 日まで 

    厚生年金保険の加入記録について照会したところ、申立期間について

厚生年金保険に加入していた事実が無い旨の回答を社会保険事務所から

もらった。申立期間①についてはＡ株式会社に勤務し、申立期間②につ

いては株式会社Ｂに勤務し、申立期間③についてはＣ株式会社に勤務し

ていたので、申立期間について被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①については、Ａ株式会社から提供された給与明細書及び

採用・退職連絡書により、申立人が申立期間において同社に勤務して

いたことは確認できる。 

しかしながら、給与明細書及び採用・退職連絡書により、申立人は、

昭和 61 年２月 20 日に入社した時点では４時間勤務のパートタイマー

であり厚生年金保険の被保険者ではなかったこと、及び厚生年金保険

の被保険者として保険料控除が始まったのは、勤務時間が８時間にな

った 63 年１月からであり、これは社会保険庁の記録どおりであること

が確認できる。 

また、雇用保険の資格取得日は昭和 63 年１月１日であり、厚生年金

保険の資格取得日と一致している。 

さらに、社会保険庁のオンライン記録により、申立人は、申立期間

において国民年金に強制加入し、定額保険料を漏れなく納付している

ことが確認できる。 

 



  

 

２ 申立期間②については、申立人が提出した平成 10 年源泉徴収票に記

載された就職年月日（10 年 10 月 12 日）及び株式会社Ｂから提供され

た給与支給明細書により、申立人が申立期間において同社に勤務して

いたことは確認できる。 

しかしながら、給与支給明細書により、平成 10 年 10 月から 11 年２

月までは厚生年金保険料が控除されておらず、11 年３月から保険料控

除が始まったことが確認できる。 

また、雇用保険の資格取得日は平成 11 年２月 21 日であり、厚生年

金保険の資格取得日と一致している。 

さらに、当時の複数の同僚は、「入社後５か月から６か月の見習い

期間があり、その後に厚生年金保険の被保険者になった。」と供述し

ている上、同僚の供述及び社会保険庁の記録により、当該複数の同僚

の厚生年金保険の資格取得日は入社日の数か月後であると認められる。 

加えて、株式会社Ｂから提供されＤ保険組合の健康保険被保険者資

格取得確認及び標準報酬決定通知書によると、申立人の資格取得日は

平成 11 年２月 21 日であり、これは社会保険庁の記録と同日であるこ

とが確認できる。 

 

３ 申立期間③については、申立人が提出した給与支給明細書及びＣ株

式会社から提供された雇用契約確認書により、申立人が平成 18 年８月

16 日付けで雇用され、申立期間においてＣ株式会社に勤務していたこ

とは確認できる。   

しかしながら、給与支給明細書により、厚生年金保険料の控除は、

平成 18 年 10 月分のみであり、同年８月分及び同年９月分は保険料が

控除されていないことが確認できる。 

また、雇用保険の資格取得日は平成 18 年 10 月 11 日であり、厚生年

金保険の資格取得日と一致している。 

さらに、当時の複数の同僚は、「入社後３か月の見習い期間があり、

その後に厚生年金保険の被保険者になった。」と供述している上、同

僚の供述及び社会保険庁の記録により、当該複数の同僚の厚生年金保

険の記録における資格取得日は入社日の数か月後であると推認できる。 

加えて、Ｃ株式会社の事務担当者は、当時は３か月の試用期間を設

けて様子を見た後に厚生年金保険の資格取得を行っており、申立人の

場合は、入社後２か月弱で資格取得した旨の供述をしている。 

 

４ このほか、すべての申立期間について、各事業主により、厚生年金

保険料を給与から控除されていたことを確認できる関連資料及び周辺



  

事情は無い。 

 

５ これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断す

ると、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年

金保険料を各事業主により給与から控除されていたと認めることはで

きない。 

 

 



  

埼玉厚生年金 事案 2003 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間における厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録につ

いては、訂正を認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生  年  月  日 ： 昭和 12 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申  立  期  間  ：  平成６年５月１日から８年２月 19 日まで 

社会保険庁の記録では、代表取締役として有限会社Ａに勤務していた

期間のうち、平成６年５月１日から８年２月 19 日までの標準報酬月額

が 50 万円から 15 万円に引き下げられている。 

申立期間の標準報酬月額を訂正前の標準報酬月額である 50 万円に訂

正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

有限会社Ａの商業登記簿謄本及び社会保険事務所の厚生年金保険適用

事業所の記録により、申立人は申立期間当時、有限会社Ａの代表取締役

であったことが確認できる。 

また、社会保険庁の記録により、申立期間の標準報酬月額については、

当該事業所が厚生年金保険の適用事業所に該当しなくなった平成８年２

月 19 日付けで６年５月から８年１月までの申立人に係る標準報酬月額が

50 万円から 15 万円に遡及
そきゅう

して減額訂正されていることが確認できる。 

このことに関して、申立人は、当該標準報酬月額の減額訂正は知らな

かったと供述している。 

しかしながら、申立人が申立期間当時において社会保険の手続を依頼

していたとする社会保険労務士は既に死亡しているため当時の事情を聴

取することができないものの、社会保険労務士が申立人の指示が無く当

該減額訂正を独断で行うとは考え難い。 

なお、当該社会保険労務士への連絡等を担当していたと申立人が供述

している当時監査役であった申立人の妻は、申立人の申立期間に係る標

準報酬月額の減額訂正は知らなかったと供述している。 



  

さらに、申立人は、申立期間当時について経営状態は順調だったとし

ているものの、厚生年金保険料の滞納があったと供述している。 

これらの事情を総合的に判断すると、当該事業所の業務の執行に責任

を有する代表取締役であった申立人が、申立期間に係る自らの標準報酬

月額の減額が有効なものではないと主張することは信義則上妥当でなく、

申立人の申立期間における厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂

正を認めることはできない。 

 

 

 


